
Ⅰ 点検・評価について

１ 点検・評価の目的

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規

定により行うもので、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民へ説明責任を果た

すことを目的とするものです。

２ 学識経験の知見の活用

客観性を確保するとともに、効果的な点検・評価となるよう、次の教育に関する学識経

験者の知見を活用しています。

・竹野 英敏 氏

広島工業大学情報学部知的情報システム学科教授

専門分野：教育工学、教科教育学

・梶川 誠 氏

串戸地区自治協議会会長

元安芸郡熊野町立熊野東中学校長

《参考》

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）」

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任され

た事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事務

を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書

を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見

の活用を図るものとする。

３ 点検・評価と教育振興基本計画との関係

廿日市市教育委員会では、令和３年６月に「第３期廿日市市教育振興基本計画」（以下「振

興基本計画」という。）を策定しました。

この振興基本計画は、本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画とし

て位置づけるものであり、その進行管理は、点検・評価を通じて実施することとしていま

す。

本報告書の点検・評価結果は、振興基本計画の施策体系に基づき、主な取組ごとに施策

別評価シートを作成して示しています。

４ 施策別評価について

振興基本計画において、分野ごとに設定した四つの基本目標に基づいた２２施策の評価

を実施しました。

(1) 構成

ア 各取組の目的と意図を設定し、現状課題の把握を行いました。
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イ 令和３年度に実施した事業において、その取組内容を記載しました。

ウ 取組や指標の実績値などから成果と課題を検証し、自己評価をまとめました。

エ 施策を進めていくに当たっての今後の対応を記載しました。

オ 学識経験者からの意見及び評価をまとめました。

(2) 評価の区分

「取組内容」、「成果と課題」及び「指標の達成状況」等を総合的に判断し、次の三つ

の区分によって内部評価及び外部評価を行いました。

「Ａ」…施策の目的実現に向けて、目標以上の成果が達成されている。

「Ｂ」…施策の目的実現に向けて、目標はおおむね達成されている。

「Ｃ」…施策の目的実現に向けて、目標とする達成状況は低かった。

なお、令和３年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた上で評価

を実施しています。

【施策を推進するＰＤＣＡサイクル（注１）】

Ｐｌａｎ（計画）

年度ごとの事業計画の作成

事業の見直しや改善方法の検討

Ａｃｔｉｏｎ（改善） Ｄｏ（実施）

計画に基づく事業の実施

Ｃｈｅｃｋ（点検評価）

事 業 の 点 検 ・ 評 価
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Ⅱ 教育委員会の活動状況

１ 教育委員の選任状況

《教育委員会委員一覧》

※ 令和４年３月３１日現在

※ 教育長の任期は３年、教育委員の任期は４年

２ 教育委員会会議

会議は、原則、公開で行い、毎月１回の定例会のほか、必要に応じて臨時会を開催し、

教育行政の実施に関する事項の審議を次のとおり行いました。

市民への積極的な情報提供を行うため、会議の開催日時や傍聴に関することなど、ホ

ームページへの掲載を引き続き行い、周知に努めます。

４月定例会（令和３年４月９日）

職 名 名 前 任 期 備 考

教育長 生田 徳廉 R 3. 4. 1～R6. 3.31 １期目

教育長職務代理者 山川 肖美 R 2.12.24～R6.12.23 ４期目

委 員 松本 良子 R 3.12.25～R7.12.24 ２期目（保護者）

委 員 岡本 美紀子 R 3. 6.26～R7. 6.25 ２期目

委 員 片嶋 学 H31. 3.11～R5. 3.10 １期目

委 員 大島 久典 R 2.12.24～R6.12.23 ２期目

区 分 件 名

報告事項 臨時に代理したことの承認を求めることについて

○職員の時差出勤勤務に関する規程

○会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規程

○廿日市市教育委員会事務局及び教育機関の職員の人事異動について

○廿日市市教育委員会事務局の職員の人事異動について

○廿日市市立四季が丘小学校学校運営協議会及び廿日市市立吉和小・中学校

学校運営協議会の委員の任命について

審議事項 廿日市市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

廿日市市スポーツ推進委員の委嘱について

宮島歴史民俗資料館協議会委員の委嘱について

その他 廿日市市教育振興基本計画について

令和３年度廿日市市教育支援委員会（注２）委員の委嘱について

令和３年度廿日市市内研究指定校等一覧について

ＡＳＴＣアジアトライアスロン選手権２０２１廿日市の名称変更について
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５月定例会（令和３年５月１４日）

６月定例会（令和３年６月４日）

区 分 件 名

報告事項 臨時に代理したことの承認を求めることについて

○教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を廿日

市市長が専決処分することに対する意見について（損害賠償の額を定める

ことについて）

審議事項 廿日市市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する

規則

廿日市市立小中学校職員服務規程の一部を改正する訓令

令和４年度に廿日市市立学校で使用する教科用図書の採択方針について

廿日市市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について

廿日市市社会教育委員の委嘱について

廿日市市スポーツ推進審議会委員の任命について

その他 廿日市市教育振興基本計画について

新型コロナウイルス感染症に対する対応について

アジアトライアスロン選手権２０２１廿日市の開催について

区 分 件 名

審議事項 第３期廿日市市教育振興基本計画の策定について

廿日市市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規程の一部を改正する

訓令

市議会の議決を求めることについて（工事請負契約の締結について）

はつかいち市民図書館協議会委員の任命について

その他 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

第６次廿日市市総合計画後期基本計画について

学校に設置している防球ネットの緊急点検の実施について

令和４年度に使用する教科用図書採択事務の進捗状況について

令和３年度「命の大切さについて考える日」の取組について

重要伝統的建造物群保存地区（注３）選定答申について
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７月定例会（令和３年７月２日）

８月定例会（令和３年８月６日）

８月臨時会（令和３年８月２５日）

９月定例会（令和３年９月３日）

区 分 件 名

報告事項 臨時に代理したことの承認を求めることについて

○廿日市市教育委員会事務局の職員の人事異動について

審議事項 廿日市市スポーツ推進委員の委嘱について

その他 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

令和３年度「学びの変革」推進協議会について

令和４年度に使用する教科用図書採択事務の進捗状況について

令和３年度の生徒会サミット（注４）の充実について

新型コロナウイルスワクチン接種会場について

ネーミングライツパートナーの決定について

区 分 件 名

審議事項 廿日市市教育委員会事務局の職員の人事異動について

令和４年度に廿日市市立中学校で使用する教科用図書の採択について

令和４年度に廿日市市立小・中学校特別支援学級で使用する教科用図書の採

択について

その他 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

令和３年度研究公開校一覧について

令和３年成人式について

東京２０２０パラリンピック 柔道メキシコ選手団の事前合宿の受入中止に

ついて

聖火フェスティバル廿日市セレモニーについて

ＳＯＭＰＯ ＢＡＬＬ ＧＡＭＥ ＦＥＳＴＡについて

区 分 件 名

その他 新型コロナウイルス感染症の対応方針について

区 分 件 名

その他 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度事業分）（案）につ

いて

新型コロナウイルス感染症に対する対応について

８月１２日からの大雨に伴う被災状況について

ＳＯＭＰＯ ＢＡＬＬ ＧＡＭＥ ＦＥＳＴＡの延期について
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１０月定例会（令和３年１０月１日）

１１月定例会（令和３年１１月５日）

１２月定例会（令和３年１２月３日）

区 分 件 名

報告事項 臨時に代理したことの承認を求めることについて

○令和２年度決算案に係る教育に関する決算を市議会に提出することについ

て

審議事項 令和３年度教育委員会事務の点検・評価報告書（令和２年度事業分）につい

て

その他 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

令和３年度広島県児童生徒学習意識等調査（注５）及び令和３年度全国学力・学

習状況調査（注６）について

今後の取組をよりよくするための教職員アンケートについて

令和３年度児童生徒に対するアセスメント（アセス）（注７）経年数値の比較につ

いて

企画展「嚴島神社大鳥居～戦国時代編～」について

区 分 件 名

審議事項 廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について

その他 令和２年度における本市の生徒指導上の諸課題に関する状況について

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社との包括連携に関する協定につい

て

区 分 件 名

報告事項 臨時に代理したことの承認を求めることについて

○令和３年度補正予算案に係る教育に関する予算を市議会に提出することに

ついて

審議事項 廿日市市指定重要文化財の指定の解除について

廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区保存活用計画の変更について

その他 令和４年度予算編成方針について

令和４年度当初予算要求状況について

令和３年度広島県児童生徒の体力・運動能力調査結果について

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～

『学校の新しい生活様式』～」の改訂について

トップアスリートふれあい事業（女子野球教室）について

吉和支所複合施設（注８）の概要について

令和４年度以降の旧玖島小学校の管理運営について
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１月定例会（令和４年１月７日）

１月臨時会（令和４年１月１３日）

２月定例会（令和４年２月４日）

区 分 件 名

審議事項 廿日市市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について

その他 令和４年度教育委員会会議の日程について

令和４年度廿日市市学校教育の取組について

令和３年度卒業式・卒園式について

令和４年度不登校対策について

令和３年及び令和４年成人式について

区 分 件 名

その他 廿日市市立学校教員の逮捕について

区 分 件 名

審議事項 市議会の議決を求めることについて

○廿日市市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

○職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例

○廿日市市職員定数条例の一部を改正する条例

○廿日市市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例

○廿日市市吉和ふれあい交流センター設置及び管理条例

その他 令和４年度教育費 主な政策的事業について

令和４年度教育費当初予算査定状況について

ふるさと学習（注９）発表会について
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３月定例会（令和４年３月９日）

※ 定例会１２回、臨時会２回

※ 報告事項１４件、審議事項３１件、その他６１件

３ 教育委員の活動状況

国や県の動向について情報収集を行うとともに、今後の課題解決の参考とするため、

各種会議や研修会への参加、先進地の視察等を行いました。また、学校等の教育機関へ

の訪問や行事への出席を行い、各機関の状況把握に努めました。

今後も、引き続き、教育施設等への視察や意見交換会などを開催し、現場の状況や課

題の把握に努めるとともに、平成２７年度から設置された総合教育会議（注 10）を通じて市

長とより緊密に連携しながら教育行政を推進します。

《総合教育会議》

区 分 件 名

報告事項 臨時に代理したことの承認を求めることについて

○令和４年度予算案に係る教育に関する予算を市議会に提出することについ

て

○令和３年度補正予算案に係る教育に関する予算を市議会に提出することに

ついて

○廿日市市立小学校教諭の人事に係る内申

○廿日市市立中学校教諭の人事に係る内申

○廿日市市立小中学校長の人事に係る内申

審議事項 条例案に対する意見について

廿日市市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正

する規則

宮島歴史民俗資料館協議会委員の委嘱について

はつかいち市民図書館管理運営規則の一部を改正する規則

その他 新型コロナウイルス感染症に対する対応について

令和４年度廿日市市学校教育の取組について

教育支援委員会で審議した児童生徒の就学先について

教職員の勤務状況について

令和４年度入学式について

令和３年度いじめ防止対策推進月間の取組について

令和３年度アセス活用状況調査結果について

女子硬式野球オープニングゲーム ｉｎ はつかいちの開催について

開催日 議 事 内 容

令和４年１月 ７日
○スポーツに関する事務の市長部局への移管について

○コミュニティ・スクール（注 11）の推進について

令和４年３月２５日
○令和４年度の子育て・教育関連の主な事業について

○宮島地域における幼児教育・保育のあり方について
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《会議、研修会等への参加》

項 目 参加者 内 容

令和３年第１回

度広島県市町教

育長会議

教育長 ○開催日：令和 3年 4月 15 日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○議題：令和３年度の本県教育行政施策等について

令和３年度広島

県都市教育長会

春の総会

教育長 ○開催日：令和３年４月２７日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○会員市との情報交換

・ＧＩＧＡスクール構想について

・業務改善・働き方改革について

・不登校対策について

・コミュニティ・スクールについて

○広島県教育委員会との協議

・欠補の解消及び臨時的任用職員、非常勤講師の確保に

ついて

・業務改善・働き方改革について

・ＧＩＧＡスクールについて

・義務標準法の改正に伴う人材確保について

・部活動について

第１３回中国地

区市町村教育委

員会連合会研修

大会

教育長

教育委員１名

○開催日：令和３年７月１５日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○実践発表

・鳥取市教育委員会教育長 尾室 高志 氏

「夢と希望に満ちた次代をひらく教育」

・出雲市教育委員会教育長 杉谷 学 氏

「家庭・地域・学校で育む出雲の教育」

○記念講演

特定非営利法人鳥の劇場代表 中島 諒人 氏

「今、人の成長には、そして地域コミュニティにもアー

トが必要だ」

令和３年度第２

回広島県市町教

育長会議

教育長 ○開催日：令和３年８月２７日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○広島県教育委員会との意見交換

・緊急事態宣言下における学校の対応について

令和３年度市町

村教育委員会オ

ンライン協議会

教育長

教育委員１名

○開催日：令和３年９月２日（第１回）

令和３年１２月２３日（第３回）

○開催地：Ｗｅｂ会議

○分科会
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※ 参加回数１０回、延べ１１名

《学校及び教育施設》

教育委員による学校等の教育施設訪問を実施しています。これは教育委員が児童生徒の日頃

の様子を観察したり、教職員と直接対話したりすることで、学校の状況を把握し、今後の教育

施策に生かすことを目的としたものです。

令和３年度広島

県女性教育委員

グループ第１回

研修会

教育委員１名 ○開催日：令和３年１０月２５日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○講話

広島県教育委員会学びの変革（注12）推進部個別最適な学び

担当不登校支援センター長 蓮浦 顕達 氏

「不登校等児童生徒への支援の充実に向けて」

〇実践発表

廿日市市教育委員会教育委員 松本 良子

「廿日市市教育委員会の取組」

○協議（グループ別）

令和３年度広島

県都市教育長会

秋の総会

教育長 ○開催日：令和３年１０月２６日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○会員市との情報交換

・ＧＩＧＡスクール構想の実現による端末の運用・活用

法・教職員のＩＣＴ（注 13）活用指導力の向上について

・不登校対策について

○広島県教育委員会との意見交換

・学校における働き方改革について

・管理職の登用について

令和３年度第３

回広島県市町教

育長会議

教育長 ○開催日：令和４年２月２日

○開催地：エソール広島

○議題：本県教育施策の推進状況及び次年度の施策の方向

性について

令和３年度広島

県女性教育委員

グループ第２回

研修会

教育委員１名 ○開催日：令和４年２月２２日

○開催地：Ｗｅｂ会議

○講演

福山市教育委員会学校教育部学事課

指導主事 甲斐 真由子 氏

「ともに学び ともに生きる～イエナプランスクール常

石ともに学園～」

○協議（グループ別）

〇運営協議

・研修会の運営等について
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《行事等への出席》

※ 出席回数３回、延べ１０名

訪問日 教育施設名 内容

令和３年１１月５日

大野学校給食セ

ンター

（教育委員５名）

施設や、給食の調理作業の様子を見学し、調理作

業に関するＤＶＤを鑑賞しました。

また、当日の給食の献立の産地や工夫点などの説

明を受け、実際に試食しました。

阿品台中学校

（教育委員４名）

校長から、学校で独自に行っている「マイスター

制度」の取組や一人１台タブレット端末の活用、制

服の改定などに関する説明を受けました。

また、一人１台タブレット端末や電子黒板を利用

した授業参観を行いました。

項 目 参加委員数（教育長は除く。）

令和３年度廿日市市立小中学校及び学校給食センター教

職員辞令交付式
４名

令和３年度青少年育成廿日市市民大会 ２名

令和３年度廿日市市立小中学校及び学校給食センター教

職員辞退職者辞令交付式
４名

●給食センター施設見学 ●給食の試食会

●校長による学校説明 ●授業参観
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Ⅲ 点検・評価結果

第３期教育振興基本計画における施策体系図

「

ふ

る

さ

と

廿

日

市

」

に

愛

着

と

誇

り

を

も

ち

、

未

来

を

担

う

人

づ

く

り

基本理念

１ 社会のニーズに応じた

教育の推進

２ 子ども達の状況に応じ

た教育や心の教育の推進

６ 学校教育環境の充実

３ 地域全体で子どもたち

の成長を支える仕組みづくり

５ 魅力ある郷土の歴史や文

化の学習と次世代への継承

４ 人づくりとまちづくり

活動の推進

７世界にはばたく人材の育

成

基 本 目 標 施 策 の 柱 主 な 取 組

基本目標１

｢ふるさと廿日市｣に愛着と誇りを

もち、社会を生き抜く力を育む学

校教育の充実

基本目標２

自ら学び、学びにより人と人と

がつながり、まちづくりに寄与

する教育の推進

基本目標３

受け継がれてきた歴史や文化の

継承とふるさとに愛着と誇りを

もつ心の育成

一人ひとりの学びを支え、時

代のニーズに応じた教育環

境の整備

基本目標４

１-(１)確かな学力を育む教育の推進
１-(２)健やかな体の育成
１-(３)ＩＣＴを活用した教育の推進
１-(４)国際教育の充実
１-(５)自然体験学習の推進
１-(６)教職員の指導力向上

２-(１)心の教育の充実
２-(２)子どもが安心して通える学校づくりの推進
２-(３)子育てサポート体制の充実
２-(４)児童生徒の自主的な活動の推進
２-(５)文化・スポーツを通じた青少年の健全育成

３-(１)地域とともにある学校づくり
３-(２)家庭・地域との連携による青少年の健全育成

４-(１)協働による持続可能なまちづくりの推進
４-(２)生涯にわたる学びの推進

５-(１)ふるさと学習の推進
５-(２)文化財の保存・継承

６-(１)安全な教育環境の確保
６-(２)教育体制の充実
６-(３)学校給食施設の充実

７-(１)人生を豊かにする文化芸術活動の推進
７-(２)豊かな心・健やかな体を育むスポーツ活動の推進

学校教育の充実

社会教育の充実

郷土の歴史や文化の継承

教育環境の整備

２ 子ども達の状況に応じ

た教育や心の教育の推進

５-(１)ふるさと学習の推進
５-(２)文化財の保存・継承
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
１

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 社会のニーズに応じた教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組む児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査）
目標値 小82.0％　中81.0％ 小82.5％　中82.0％ 小83.0％　中83.0％ 小84.0％　中84.0％ 小85.0％　中85.0％

実績値 小81.2％　中79.2％
項目 話し合い活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりしている児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査）

目標値 小79.0％　中80.0％ 小80.0％　中80.5％ 小81.0％　中81.0％ 小82.0％　中82.0％ 小83.0％　中83.0％

実績値 小80.7％　中79.9％

主な取組 （１）確かな学力を育む教育の推進 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

・一人一人の児童生徒が自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値
ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら、主体的に学び続けることができる
授業を創造する。
・児童生徒が自ら課題を見付け、各教科で獲得した知識・スキルを活用し、仲間と協働
して、最善策を創造する「課題発見・解決学習」等の学習活動の充実を図る。

現
状
課
題

　児童生徒の資質・能力の育成に向け、教師主導の授業から脱却し、学習者基点の能動的な深い学びを実現するための
授業改善が必要である。そのために、質の高い「問い」を設定し、単元を構想する力や学びをファシリテートする力、
デジタル機器を活用する力など、教師の資質向上が課題である。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

①学力の定着・向上
　全国学力・学習状況調査及び広島県児童生徒学習意識等調査結果の分析について、各調査における分析の視点、解答
（回答）状況の概要、授業改善のポイント等をまとめ、定例校長会で説明後、各学校へ分析方法、資料の活用方法とと
もに情報提供した。また、市のホームページにて公表した。
②主体的な学びの推進
・市内全小・中学校の研究主任を対象として「学びの変革」推進協議会を年間３回行い、「本質的な問い」による授業
改善を推進するための資質を高めるとともに、各学校において全教職員が日々の授業改善に取り組み、廿日市市におけ
る「学びの変革」の充実を図った。第１回推進協議会では「本質的な問い」による授業改善に向けての理論研修と単元
構想シートによる演習を行った。第２回では、モデル授業として、金剛寺小学校に単元構想シートを活用して構想した
研究授業を実施してもらい、「本質的な問い」による授業改善に向けて意見交流、情報共有を行った。第３回では、宮
内小学校に「『令和３年度小学校低学年段階からの学ぶ喜びサポート校事業』における取組について」報告してもらう
とともに、各学校が実施した、単元構想シートを活用して構想した研究授業の実践交流をし、次年度に向けて改善の視
点を整理した。
・市内全小・中学校が総合的な学習の時間における「課題発見・解決学習」として「ふるさと学習」に取り組んでい
る。「ふるさと学習」の取組の成果を「ふるさと学習実践事例集」として市のホームページにて公表するとともに、冊
子にまとめ市内全小・中学校及び市民センター（注14）に配付した。

指
標

成
果
と
課
題

・令和３年度全国学力・学習状況調査を実施し、集計・分析結果を基に、指導の改善・充実等に活用した。
・「学びの変革」推進協議会を３回実施した。２回目の授業公開は、新型コロナウイルス感染症拡大によりビデオを編
集し共有する形とした。児童の「主体的な学び」の実現を目指し、個別最適化された学習の工夫がある授業実践を提案
することで、各学校においても、児童生徒が「よりよく考え、対話する」授業づくりを行うための研修が実施できた。
また、「本質的な問い」による授業改善及びカリキュラム・マネジメントの充実を図ることができた。
・「ふるさと学習実践事例集」を市内全小・中学校に配布するとともに、市のホームページで発信したことで、各学校
の取組を共有し、各学校の授業改善に生かすことができた。
・より一層、キャリア教育の視点から、主体的な学びの推進に取り組む必要がある。

評　

価

・指標としている全国学力・学習状況調査の結果は、目標値に近い結果となっている。
・授業づくりについて、継続的に研修を行い、さらに結果を伸ばしていく必要はある。
・「課題発見・解決学習」の充実に向けて、児童生徒が課題を自分事として考え、取り組むこと
ができる単元開発が必要である。

今
後
の
対
応

・令和４年度全国学力・学習状況調査を実施した。今後、集計・分析し、その結果を基に、指導の改善・充実等に活用
できるよう各学校と連携していく。
・「学びの変革」推進協議会を年間３回開催し、「本質的な問い」による授業改善及びカリキュラム・マネジメントの
充実を図る。また、各学校の校内研修の充実を図るため、当日の指導助言に加え、事前指導に力を入れ、学習指導案の
作成から授業者を支援する。提案性のある授業を校内で共有することで、目指す授業の具体的なイメージを多くの教員
に持ってもらう。
・一人１台のタブレット端末や全ての通常学級に電子黒板を整備し、ＩＣＴの児童生徒の主体的な活用や、ねらいの達
成に向けた効果的な活用の推進を図る。
・「ふるさと学習」において、ゲストティーチャーや専門機関の招聘、地域へのインタビュー等をオンライン化するこ
とで、課題発見のきっかけの場を増やしていく。

学
識
経
験
者
の
意
見

○主体的な学びのためには、子どもたち一人ひとりに応じて基礎・基本の学力を身に付けること
が前提となる。
○ＩＣＴ機器の自由な活用や、ふるさと学習を通じて、子どもたちが主体的に学ぼうとする、興
味関心を高めるような流れを作ってほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
１

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 社会のニーズに応じた教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 朝食を毎日食べる児童・生徒の割合(児童生徒学習意識等調査)
目標値 小98.6％　中98.1％ 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％
実績値 小95.4％　中92.2％
項目 運動やスポーツを週に３日以上実施している児童生徒の割合(児童生徒の体力・運動能力調査)
目標値 小46.0％　中64.0％ 小47.0％　中66.0％小48.0％　中68.0％小49.0％　中69.0％小50.0％　中70.0％
実績値 小46.7％　中64.5％

主な取組 （２）健やかな体の育成 担当課名 学校教育課

目
的

小・中学校の児童生徒、家
庭、地域

・学校給食における食育（注15）をより実効的に進めるとともに、家庭や地域における食
育が充実するよう、学校給食センターを活用した取組を行う。
・運動の喜びを味わわせ、健やかな体を育成する。

現
状
課
題

・基本的な生活習慣の定着と望ましい食習慣や知識の習得を図る必要がある。
・広島県児童生徒の体力・運動能力調査から、小・中学校ともに、多くの種目で国や県の平均を下回る結果となって
いた。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

①食に関する指導の充実
・「ＳＤＧsを考えよう!!～未来へつなげる、産地とつながる食卓～」をテーマに実施された、県教委主催のひろし
ま給食推進プロジェクト（注16）において決定した広島県産食材の豊富な「ひろしま給食」メニューを学校給食に活用
し、提供した。
・学校、家庭、地域を対象に、「野菜の食べ方・塩分の控え方」をテーマに学校給食フェスタを開催し、食育オンラ
イン講座やパネル展示を実施したほか、「野菜を食べよう」をテーマにはつかいち給食だよりを作成し、配布した。
②運動時間を増やす取組の充実
　令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、広島県児童生徒の体力・運動能力調査を実施できる種目
を各学校で判断し実施した。小・中学校ともに、多くの種目で国や県の平均を下回る結果となっていたが、コロナ禍
での運動機会の確保という観点から、３密を回避しながら、体育科・保健体育科や休憩時間等での運動量の確保がで
きるように要請をした。

指
標

成
果
と
課
題

①県教委主催のひろしま給食推進プロジェクトを活用し、学校給食での地産地消を推進することができた。
　学校、家庭、地域を対象に初めて開催した学校給食フェスタでは、食育オンライン講座や栄養教諭、学校栄養職員
との連携によるパネル展示を実施し、野菜の食べ方・塩分の控え方に関する情報を幅広く発信した。
　はつかいち給食だよりを作成し、家庭、地域へ配布することにより、野菜の摂取量の目安や野菜に含まれる栄養素
のはたらき、廿日市市民の野菜摂取の現状、学校における食育の取組を発信した。
②運動やスポーツを週３回以上実施している小学校５年生の割合は、46.7％（男子56.7％、女子35.9％）、中学校２
年生の割合は、64.5％（男子72.8％、女子55.6％）であり、小５及び中２の男女ともに県平均を下回った。
　令和２年度の改善計画に基づく取組を行った結果、小学校５年生の男女ともに、「５０ｍ走」「ソフトボール投
げ」に課題は残るものの、他の種目については、県平均とほぼ同等又は上回る結果であった。一方で、中学校２年生
の男女ともに、「反復横とび」「２０ｍシャトルラン」は県平均を上回ったが、他の種目については、県平均とほぼ
同等又は下回る結果であり、中学校においては体力向上に課題がある。

評　

価

①「ひろしま給食」、フェスタ、給食だよりのほか、市のホームページ・フェイスブック等を活
用し、学校給食に関する情報を学校、家庭、地域に向け年間を通じて発信し、望ましい食習慣や
食に関する正しい知識の習得について啓発することができた。
②運動やスポーツを週に３日以上実施している児童生徒の割合は目標値を達成したが、特に中学
校においては、実技に関する調査結果で県平均を下回る種目が多く、実施する運動、スポーツの
時間や内容の充実も必要である。

今
後
の
対
応

①「ひろしま給食」メニューの市内小・中学校への配食、食育教材の作成・配布、イベントでの試食・レシピ配布等
により、望ましい食習慣や食に関する正しい知識の習得について、家庭、地域への啓発の工夫、充実を図る。
②令和４年度の体力・運動能力調査も、新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で実施する。令和３年度は、各
学校において、体育科の授業における活動内容や部活動、体育的行事が制限されていたことから、体力・運動能力の
向上を図ることがなかなかできなかったと考えられるため、体育科や保健体育科の授業で、活動時間の十分な確保や
活動場所、活動形態の工夫を図る。また、withコロナの学校活動を見直し、体育の授業以外での体力向上の取組も工
夫して取り入れていく。

学
識
経
験
者
の
意
見

○健やかな体調を整えるための運動に関する啓発の活動より、ストイックにスポーツに取り組む
こととなっている印象を受ける。
○食に対する考えが多様化する中で、きちんと３食を食べることによる健康への効果の話がある
ならば、児童生徒にしっかりと伝えることが必要である。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
１

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 社会のニーズに応じた教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 児童生徒用タブレットパソコンの整備

目標値 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％
実績値 小100％　中100％
項目 ＩＣＴを活用した授業を実施している教師の割合（学校における教育の情報化の実態等に関する調査）

目標値 小75.0％　中70.0％ 小80.0％　中75.0％ 小85.0％　中85.0％ 小90.0％　中90.0％ 小100％　中100％
実績値 小66.1％　中67.0％
項目 Google Classroom（注21）を活用した授業を行う教員の割合（市独自のアンケート調査）

目標値 70.0% 75.0% 80.0% 90.0% 100%
実績値 87.8%

主な取組 （３）ＩＣＴを活用した教育の推進 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

　ＩＣＴ機器を授業で活用し、学んだことをまとめたり、表現したりする力を育成する
ことで、社会で活躍するための必要な資質・能力を身に付ける。

現
状
課
題

　電子黒板が配置された学校の稼働率は向上傾向にあるが、教職員の使用に留まっている。児童生徒が自分の考えを説
明する場面で、一人１台端末を電子黒板と連動させるような活用が少ない。また、一人１台端末の利用については、
GoogleWorkspace（注17）のアプリケーションに関する教職員の理解度が不十分なので、さらに研修が必要である。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

①分かりやすい授業のためのＩＣＴ化
・ＩＣＴ指導員（注18）、ＩＣＴ支援員（注19）を全小・中学校へ計画的に訪問させ、授業者の支援をした。
・ＩＣＴ活用教育推進リーダー（注20）を各校に置き、授業におけるＩＣＴ機器の活用法を発信し、周知させた。
・「考えたことを表現させる」ことを、引き続き、各校共通の目標とした。全ての児童生徒へ「一人１台端末」が整備
されているので、ＩＣＴを活用し、個別化された学びや協働的な学びを充実させることで、「児童生徒が思考する授
業」「児童生徒が説明する授業」「児童生徒が主体的に学ぶ授業」に重点を置いた。
②ＩＣＴ活用能力の育成
・ＩＣＴ指導員を派遣する「ＩＣＴできるんだもん講座」を開設し、各学校のニーズに応じた内容の研修を行った。
・ＩＣＴ活用教育推進研修をオンラインで２回行い、「GoogleWorkspace」の機能を活用した授業づくりや登校できな
い児童生徒への学習支援の方法などの研修を行った。

指
標

成
果
と
課
題

・ＩＣＴ指導員による講座を開催し、一人１台端末を活用し、授業づくりをするための教職員のスキルアップを図っ
た。
・電子黒板の増設を行い、指導者用デジタル教科書等の教材を拡大して投影できるようにして、児童生徒への視覚的支
援を行った。
・一人１台端末を整備したことで、教職員が覚えるべき操作が増えた。継続的にＩＣＴ指導員、ＩＣＴ支援員を活用し
た支援を行っていく必要がある。

評　

価

・国の基準どおり、児童生徒に対して一人１台端末の整備は100％整っている。
・授業で一人１台端末を活用するために導入したGoogleWorkspaceのGoogleClassroomを活用した
授業を行う教員の割合も目標値を超えている。
・ＩＣＴを活用した授業を行う教師の割合が、目標値には達していない。「ＩＣＴを活用した授
業」の具体を教師に示し、ＩＣＴ機器を多様な場面・用途で活用していくための授業改善が必要
である。

今
後
の
対
応

・ＩＣＴ指導員による講座を継続的に実施し、教職員への支援を行う。
・ＩＣＴ指導員、ＩＣＴ支援員が各校を定期的に訪問し、児童生徒の操作支援を行う。
・市教委主催でＩＣＴ活用教育推進研修を行い、効果的なＩＣＴ機器の活用方法について研修していく。
・令和２年度から３年計画で全小・中学校の通常学級に大型提示装置を１台導入する（令和４年度は小学校低学年の通
常学級に電子黒板を設置する。）。
・市のＩＣＴ活用教育推進指定校として２校設定し、ＩＣＴ指導員を定期的に派遣して支援する。この２校の実践をＩ
ＣＴ通信等で他の学校に広く発信する。

学
識
経
験
者
の
意
見

○学校で、ＩＣＴ機器を活用する際の統一したルールが定まっていないため、児童生徒が個々で
有効的な活用ができていない。積極的に活用している学校でのルールを参考に、市全体に普及さ
せると良いのではないか。
○個別最適な学習のためのＡＩドリルなど、モデル校を決めて導入し、効果を検証した上で、全
市に広げていけば良い。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
１

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 社会のニーズに応じた教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 外国人と積極的にコミュニケーションを図りたいと思う児童・生徒の割合（児童生徒学習意識等調査）
目標値 小82.0％　中50.0％ 小82.0％　中53.0％ 小83.0％　中55.0％ 小84.0％　中58.0％ 小85.0％　中60.0％

実績値 小68.8％　中50.3％
項目 基隆市との国際交流活動（オンラインを含む）の実施回数
目標値 1回 2回 2回 3回 3回
実績値 1回

主な取組 （４）国際教育の充実 担当課名 学校教育課

目
的
幼・小・中学校の幼児、児童
生徒

　教職員とＡＬＴ（注22）（外国語指導助手）とのティームティーチングの授業によ
り、子どもたちがネイティブな発音によって学習することで、社会で活躍するための
必要な資質・能力を身に付ける。

現
状
課
題

・小学校５・６年生外国語科、３・４年生外国語活動における教員の指導力の向上は、引き続き、ＡＬＴ（外国語
指導助手）との連携強化が求められている。
・グローバル化の進展に対応できる、より実践的な英語力やグローバルマインドを児童生徒に育成することが必要
となる。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

①英語教育の充実
　全市立幼稚園及び小・中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を配置し、担任等と連携し授業を実施した。

②グローバル化に対応する国際交流活動の推進
・台湾基隆市や各国との交流事業は、令和３年度よりオンラインで行うこととした。
・平成２９年度より交流を進めている七尾中学校では、中学校２年生を中心に２回交流を行った。
・交流する学校を市内の全中学校へ広げるため、令和３年度は希望する中学校と基隆市中学校との交流を１回行っ
た。

指
標

成
果
と
課
題

①英語教育の充実
　ＡＬＴを配置し、年間、幼稚園で９６時間、小学校で計６,２４６時間、中学校で計２,１８６時間、ＡＬＴと担
任が連携した授業が行われ、児童生徒がネイティブな発音に触れることができた。
②グローバル化に対応する国際交流活動の推進
　台湾基隆市とのオンラインの交流を行った。平成２９年度より、七尾中学校と交流を続けていたが、オンライン
の特性を活かし、希望する学校が参加できるようにした。計５校から希望があり、小グループを組んで、お互いの
自己紹介や文化の交流を行うことができた。

評　

価

　小学校の「外国人と積極的にコミュニケーションを図りたいと思う児童の割合」について
は、令和３年度より、調査対象を全学年から、５年生のみに変更している。そのため、発達段
階の影響から小学校の実績値が減少している。
　児童生徒の体験活動の機会が新型コロナウイルス感染症拡大の状況下で減少しているが、国
際交流については、オンラインで続けることができている。希望し参加した生徒が交流する姿
は、積極的に自分の思いを交流するような目指す姿であった。引き続き、交流の範囲(学校数・
交流回数)を拡大しつつ、児童生徒が英語を使ってコミュニケーションを図る機会を充実させて
いく必要がある。

今
後
の
対
応

①ＡＬＴを継続して配置し、小学校の外国語科および外国語活動における教員への支援を行い、「言語活動の充
実」を図っていく。
②廿日市市立中学校１０校が参加して、基隆市の中学生とオンラインで交流する機会を年間２回(６月・１２月)設
け、生徒が外国語で交流する経験を積めるようにしていく。また、希望する学校には、年間を通じた交流の機会を
提供する。

学
識
経
験
者
の
意
見

○英語が評価の対象となりすぎず、児童生徒が楽しく取り組めるよう工夫してほしい。
○ＡＬＴと積極的に交流できるような環境づくりに努めてほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
１

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 社会のニーズに応じた教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 実際にものを使ったり、地域や自然の中で学習したりするなどの体験活動をしている児童の割合（市教委算出）

目標値 小60.0％ 小65.0％ 小70.0％ 小75.0％ 小80.0％
実績値 小64.7％

主な取組 （５）自然体験学習の推進 担当課名 学校教育課

目
的小学校の児童

　本市内の施設等を利用して自然体験活動を行うことにより、自然の豊かさを味わわ
せるとともに、児童の自立心や主体性、コミュニケーション能力等を育む。

現
状
課
題

　児童の体験不足により、自立心や主体性、コミュニケーション能力等に課題がある。

指
標

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

　令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宿泊を伴う行事を１７校中５校が中止、６校が日帰りで
実施、１校は隔年実施のため令和３年度の実施はなし、５校が「山・海・島」体験活動ステップアップ事業（注23）と
して、１泊２日の自然宿泊体験活動を行った。
　実施した学校では、施設関係者と連携し、感染防止対策を講じながら、山や島という自然環境を生かして、可能な
範囲で活動を行った。
　また、中止した学校においても、宿泊を伴わない代替行事として、自然体験学習を行った学校もある。
　＜宿泊を伴う活動を実施した学校・活動場所＞
　　原小学校　　　　・・・　吉和魅惑の里
　　宮内小学校　　　・・・　広島市三滝少年自然の家
　　阿品台東小学校　・・・　吉和魅惑の里
　　四季が丘小学校　・・・　民泊（北広島町）
　　大野西小学校　　・・・　国立山口徳地青少年自然の家

成
果
と
課
題

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止を余儀なくされた学校があり、今後、感染対策を取りながら、どのよ
うな内容・方法で実施していくのか、検討が必要である。
　一方、施設関係者と連携し、感染防止対策を講じながら、山や島という自然環境を生かした体験活動を行うことが
できた学校があることや宿泊は伴わないものの活動内容を工夫し、自然体験学習を行った学校があることは成果であ
る。

評　

価

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実施を慎重に検討しながらも、児童の体験学習
機会の確保に努めることができた。
・小学校については、体験活動をしている児童の割合が目標値を超えており、各学校の取組の成
果であるといえる。
・コロナ禍であっても、児童の体験活動機会を確保できるよう、より一層の創意工夫が求められ
る。

今
後
の
対
応

 令和４年度においては、引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「３密」の回避が課題であるが、
文部科学省からの「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を注視し、体験学習のあり方を検討
していく必要がある。また、授業時数の確保、補助教員の確保の視点から、体験学習の実施は、夏期休業中に実施す
る学校が多い。このことから、熱中症対策についても十分検討し、実施時期、実施形態等についても学校の実態に応
じて柔軟に対応していく。
　市内の施設利用については、宿泊できる数が十分確保できないことや体験プログラムが限られていることなどから
活用が進んでいない状況であるが、機会を捉えて、日帰りでの活用など、学校のニーズに応じた活用を促す。

学
識
経
験
者
の
意
見

○コロナ禍の中、よく取り組んでいる。自然の中での体験が自らの生活を振り返る機会になって
いるので継続してほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
１

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 社会のニーズに応じた教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 プログレス研修の実施回数
目標値 25回 25回 25回 25回 25回
実績値 25回
項目 ＩＣＴ指導員・ＩＣＴ支援員の配置人数
目標値 4人 5人 5人 6人 7人
実績値 4人
項目 時間外勤務が月平均４５時間を超える教職員の割合（在校等時間記録）
目標値 小36.0％　中48.0％ 小27.0％　中36.0％小18.0％　中24.0％ 小9.0％　中12.0％ 小0％　中0％
実績値 小28.7％　中51.3％

主な取組 （６）教職員の指導力向上 担当課名 学校教育課

目
的市内小・中学校全教職員

　教育現場を取り巻く今日的な課題や学校の実態に応じた質の高い研修会（プログレ
ス研修）を新たな形態（同時双方向のオンラインや、動画配信等のオンデマンド）で
も実施することで、教職員の資質向上及びデジタル技術の進展・高度化をはじめとし
た社会環境の急激な変化にも柔軟に対応できる教職員が育成されている。また、働き
方改革の推進により、教職員の業務負担の軽減が図られている。

現
状
課
題

　学習指導要領が全面実施となり、より一層資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められて
いる。併せて、「学びの変革」全県展開、ＧＩＧＡスクール構想の実現、本市で推進しているつながり支援プロ
ジェクト（注24）のより一層の充実のため、教職員の指導力向上が求められている。同時に、教員が児童生徒と向き合
う時間を確保するために、働き方改革を推進し、時間外勤務の縮減に取り組む必要がある。また、各主任の機能を
向上させることや経験年数の浅い教職員の育成も課題である。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

○令和３年度プログレス研修

指
標

成
果
と
課
題

　年度始めに予定していた研修について、新型コロナウイルス感染症が急速に拡大している時期は、いくつかの研
修を中止せざるを得なかった。しかし、研修の開催方法を工夫（小中分散で実施、研修時間の短縮、研修参加者の
縮減、オンライン・オンデマンドによる開催等）することで、おおむね予定どおりの内容で、研修を実施すること
ができた。また、プログレス研修以外にもＩＣＴ指導員による「ＩＣＴできるんだもん講座」を実施したり、指導
主事が校内研修等に多く出向いたりして、学校の支援を行った。このことにより、コロナ禍においても教職員の研
さんと修養を止めない、研修の在り方、学校のサポートの仕方を確立することができた。

評　

価

　令和２年度は、オンラインやオンデマンドによる研修体制が十分に確立できておらず、新型
コロナウイルス感染拡大のため、多くの研修を中止せざるを得なかった。しかし、令和３年度
は、研修を計画する時点から、状況に応じて、集合研修からオンライン研修に変更することを
想定しながら準備を進め、予定していた研修内容をおおむね実施することができた。状況に応
じた研修方法で、研修を実施できるようになったことは、成果であると捉えている。

今
後
の
対
応

　令和４年度も引き続き、「①授業を変える②学級集団を変える③教職員を変える」をキャッチコピーとし、新型
コロナウイルス感染症対策を行いながら、その時々の状況に応じた研修方法等（集合で実施、オンラインで実施、
分散で実施、時間短縮で実施等）を工夫しながら教職員の研さんと修養を止めないよう実施していく。
　プログレス研修以外にも、学校の要望に応じて、訪問による研修や放課後、希望者が参加できるオンラインによ
るミニ研修を実施し、学校を支援していく。
　教科担任制推進校の実践を参考に、効果的な教科担任制の導入について、各校に普及していく。

学
識
経
験
者
の
意
見

○総合的に考えれば働き方改革は必要であるが、研修等、教職員がよく取り組んでいる。
○指導力向上と時間外労働は比例するものなので、時間外労働を抑えて効率を上げようとする
なら、教員同士で教材開発のデータを共有するなど、工夫が必要である。

研　　修　　名 対　象 期日
基
本新規転入者研修 辞令交付式参加者 4/1

校長 4/13

教頭 4/15　2/21

教務主任研修 教務主任 4/27  10/12  12/27

学びの変革推進協議会（研究主任研修） 研究主任 5/7  10/12  2/22

進路指導主事研修 進路指導主事 4/23

生徒指導主事研修 生徒指導主事 4/14  8/4  1/27

初任者研修 初任者 5/12  1/5

臨時的任用職員等 臨時的任用職員等 7/29  12/27

道徳教育推進研修 推進者等 6/25  1/13

外国語活動・外国語科教育実践研修 外国語、英語科担当者  6月  9/22

ICT活用教育推進研修 ICT活用教育推進リーダー 9/8  9/28

学級経営研修 中堅研未受講者 2/9

特別支援教育推進研修 特別支援教育コーディネーター等 6/29  8/4

幼保小連携合同研修 幼保小連携担当教員 8/6

備　　考

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

10／１２ 【オンライン】研究主任研修と合同開催

１０／１２【オンライン】教務主任研修と合同開催

４／２３【オンライン】

４／１４・１／２７【オンライン】
８／４特別支援教育推進研修と合同開催

１／１３【オンライン】

６月新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
９／２２新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止（資料提供）

９／８・２８【オンライン】連絡会として実施

２／９【オンライン】小中別開催

６／２９【オンライン】
８／４生徒指導主事研修と合同開催

幼稚園、保育園、小学校関係職員対象

管理職研修

課
題
別

職
能
別
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
２

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 子ども達の状況に応じた教育や心の教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 道徳の授業で、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいる児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査）

目標値 小81.0％　中77.0％ 小82.0％　中79.0％ 小83.0％　中81.0％ 小84.0％　中83.0％ 小85.0％　中85.0％

実績値 小82.9％　中88.5％
項目 地域や社会をよくするために何をするべきか考える児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査）

目標値 小57.0％　中42.0％ 小59.0％　中44.0％ 小61.0％　中46.0％ 小63.0％　中48.0％ 小65.0％　中50.0％

実績値 小56.8％　中45.3％
項目 １ヵ月に１冊も本を読まない児童生徒の割合（児童生徒学習意識等調査）

目標値 小7.0％　中16.0％ 小5.5％　中14.0％ 小4.0％　中12.0％ 小3.0％　中10.0％ 小2.0％　中8.0％
実績値 小11.0％　中15.4％

主な取組 （１）心の教育の充実 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

・「特別の教科　道徳（注25）」の時間を中心に、児童生徒が自己を見つめ、物事を多面
的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める。
・読書活動の充実を図ることにより、児童生徒の考える力を培い、豊かな感性や情操を
醸成し、幅広い知識が身に付いている。

現
状
課
題

・「特別の教科　道徳」となり、授業や評価の研修が進んできた。各校で道徳教育の推進をしていくために、道徳教育
推進教師（注26）の育成が必要である。
・小・中学校とも児童・生徒の一人当たりの学校図書館での貸出冊数が年々増加している一方で、１ヶ月に１冊も本を
読まない児童生徒の割合（不読率）が減少しない。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

①道徳教育の充実
　小・中学校の道徳教育推進教師対象のプログレス研修（道徳教育推進研修）を２回実施した。令和３年度は、佐方小
学校が、授業実践を公開し、実態に合った授業の実践をもとに市内小・中学校へ研究成果を普及した。また、道徳教育
推進教師の学校での具体的な役割について情報交流をした。
②読書活動の充実
・「廿日市市子どもの読書活動推進計画（第三次）」を策定し、本計画に基づいた取組を行った。
・市内小・中学校の８校を対象校として、「目指せ!日本一の図書室！！プロジェクト」を実施し、環境整備や書籍の
購入など図書室リニューアルを行った。
・各校において読書活動推進員や図書委員会を中心として、「子ども読書の日」に関する取組や各校において実態に応
じた取組を実施した。
・読書活動推進員の研修を２回実施し、協議・演習等を行った。
・児童に対しては、「子ども司書」養成講座を実施し、読書活動を推進するリーダーの育成を行った。

指
標

成
果
と
課
題

①「特別の教科　道徳」においても、児童生徒がお互いの考えを交流する場面の充実を図った。また、道徳教育推進教
師の役割についての研修も行うことができた。
②「目指せ！日本一の図書室！！プロジェクト」において、中学校２校がschool e-library（注27）を試行的に導入し、
一人１台端末を活用した読書活動の推進に取り組むことができた。
　１５名の児童が「子ども司書」養成講座を受講し、学校や市民図書館において読書活動の充実に向けた取組を行うこ
とができた。また、「子ども読書の日」「古典の日」など、読書活動推進員を中心として読書を啓発する取組を各校で
行うことができた。

評　

価

①新型コロナウイルス感染拡大のため、２回目の研修がオンラインという形にはなったが、年間
２回の研修は実施できている。
②「子ども司書」養成講座も予定どおり開催できている。各校の取組も読書活動推進員の研修で
交流し、読書活動の充実に向けた取組をさらに進めていく。

今
後
の
対
応

①プログレス研修（道徳教育推進協議会）を年間２回実施する。また、広島県道徳教育研究協議会や道徳教育推進リー
ダー研修等の情報をプログレス研修を通して、各校に伝達、普及していく。
②「目指せ！日本一の図書室！！プロジェクト」の対象校の取組を充実させ、その取組を他校と共有するとともに、
school e-libraryについてもその効果等について情報共有し、各校で導入の検討ができるようにする。読書活動推進員
の研修を年間２回行う。学校図書館教育の充実を図るために、研修資料を送付したり、各校の特色ある取組を市教委だ
より等で情報発信などする。また、「子ども司書」養成講座を継続し、児童自らが読書の大切さを発信していけるよう
にする。

学
識
経
験
者
の
意
見

○不読率を減らす、目に見える取組が必要である。
○中学校に続いて、小学校にも電子書籍等の導入を検討してほしい。
○school e-libraryの費用対効果が見えない。導入した学校について、その検証が必要である。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
２

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 子ども達の状況に応じた教育や心の教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 「重大事態」に該当すると認められる件数
目標値 小0件　中0件 小0件　中0件 小0件　中0件 小0件　中0件 小0件　中0件
実績値 小0件　中0件
項目 自分の良さは、周りから認められていると回答した児童・生徒の割合（広島県児童生徒学習意識等調査）
目標値 小75.0％　中73.0％ 小75.0％　中74.0％小75.0％　中75.0％小75.0％　中75.0％ 小75.0％　中75.0％
実績値 小76.3％　中70.7％
項目 不登校児童・生徒の割合（学校教育課調べ）
目標値 小0.75％　中3.95％ 小0.70％　中3.90％小0.65％　中3.85％小0.60％　中3.80％ 小0.55％　中3.73％
実績値 小1.49％　中5.80％
項目 不登校児童生徒のうち、子ども相談室やフリースクール等に通室した者の割合
目標値 18.0% 20.0% 22.0% 24.0% 25.0%
実績値 22.7%

主な取組 （２）子どもが安心して通える学校づくりの推進 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

　児童生徒が安心して学ぶことができる居場所をもち、生き生きと学校生活を送ること
ができる学校体制づくりを支援する。

現
状
課
題

　重大事態は発生していないものの、令和２年度のいじめ認知件数の１，０００人当たりの割合は全国平均を下回って
おり、積極的な認知ができていない、又はいじめが見えにくくなっている可能性がある。不登校児童生徒の割合につい
ては、小学生・中学生とも急増している。

内部評価

Ｂ

学
識
経
験
者
の
意
見

○全国的に、不登校児童生徒は増加しているが、減少した学校の取組を参考にするなど、工夫し
て取組を推進してほしい。

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

いじめや不登校等の未然防止を図るべく、以下の取組を実施した。
○廿日市市いじめ防止対策委員会を年間２回開催し、専門家より助言を受けた。
○学校環境適応感尺度（アセス）の実施
　・市内全小･中学校で年間３回実施した。
　・各校でアセスに係る校内研修を実施し、希望により講師を派遣した。
○学校に対する支援体制の充実
　・令和３年度よりスクールソーシャルワーカー３名を拠点校に配置することとし、迅速な支援・対応を図った。
○つながり支援プロジェクトの日常化の推進
　・全小・中学校の取組を掲載した実践事例集を配付し、自己有用感を高める取組を推進した。
○いじめの積極的認知
　・生徒指導主事研修等で、いじめ認知の基準や方針に係る講話や協議を実施した。

指
標

成
果
と
課
題

・重大事態に該当する事案はなかったものの、こじれた人間関係が修復できず転校するに至った事案が散見された。
・コロナ禍で行事が中止・延期になる中、３密を回避して授業参観を午前と午後に分けて実施したり、従来の競技内容
を見直して運動会・体育祭を実施したり、広い会場を借りて文化祭を実行したりと制限の多い学校生活において児童生
徒に達成感や成就感を味わわせるために従来の内容を工夫・改善している学校が多く見受けられた。また、校内適応指
導教室での児童生徒の状況に応じた支援の充実や加配教員のきめ細やかな個別対応等により、前年度不登校だった児童
生徒が登校できるようになったり、不登校の総数を減少させたりした学校もある。しかし、生活環境の急激な変化によ
る生活リズムの乱れや制限のある学校生活に楽しさを見いだせない等の理由から令和２年度から令和３年度にかけての
不登校児童生徒の増加率は相対的に高い結果となった。
・22.7%の大半は、子ども相談室に通室した児童生徒である。子ども相談室の利用は進んでいる。
・つながり支援プロジェクトの日常化が進み、多くの教職員が授業等において意識して実践している。

評　

価

・不登校児童生徒の割合は目標値に大きく及ばないが、子ども相談室を中心に外部の学習等支援
施設につながり、学習を継続している子が増えてきた。重大事態につながりかねないケースも
あったが、必要に応じて学校と保護者間の調整を図るなど介入した。
・自己有用感については、小学校で目標値を上回っているものの、小学校・中学校とも前年度よ
り低下した。しかし、教職員アンケートによると、授業や学級での生活においてつながり支援プ
ロジェクトを意識した取組を実践している教職員はそれぞれ７０％を超えており、自己有用感を
育てる取組は進んでいる。

今
後
の
対
応

　引き続き学校と密に連携し、不登校や問題行動等について状況をつかみ、指導助言に努める。特に不登校について
は、未然防止と初期対応に重点を置き、新規の不登校の抑制を図るべく学校を指導する。
　また、子ども相談室をはじめ民間フリースクール等の学習等支援施設について学校や保護者等への更なる周知を図る
とともに、関係機関との連携を強化する。
　令和４年度より、「つながり支援プロジェクトの日常化と共有」を掲げ、児童生徒が主体的に取り組み、自己有用感
を実感できるようにしていく。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
２

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 子ども達の状況に応じた教育や心の教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 特別支援教育アドバイザーによる巡回相談の実施率
目標値 小100％ 中97.0％ 小100％ 中98.0％ 小100％ 中99.0％ 小100％ 中100％ 小100％ 中100％
実績値 小100％ 中100％
項目 市主催の研修における特別支援教育アドバイザーによる講話・指導・助言等の回数（年間５回）
目標値 ５回 ５回 ５回 ５回 ５回
実績値 ９回

主な取組 （３）子育てサポート体制の充実 担当課名 学校教育課

目
的

幼・小・中学校の幼児児童生
徒

　特別な配慮が必要な子どもについては、関係課や関係機関が連携しながら心身の発達
状況を的確に把握し、子ども達一人ひとりがニーズに応じた適切な教育的支援を受けて
いる。

現
状
課
題

　発達障害をはじめとした、特別な支援が必要な子ども達に対して、一人一人の自立に向けた支援が必要となってい
る。また、そのために、各園・校に配置されている特別支援教育コーディネーター（注28）の育成、通級指導（注29）担当
者の専門性の向上、専門性の高い人材の派遣、教職員や子ども達を支援する人材の配置が必要となる。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

一人一人の自立に向けた特別支援教育の充実
ア 研修内容の充実
　特別支援教育推進研修は年間２回実施した。１回目は、特別支援教育コーディネーターを対象とした研修会を実施
し、廿日市特別支援学校の特別支援教育コーディネーターを講師として招聘し、特別支援教育の視点に基づいた指導・
支援について研修を行った。２回目は、生徒指導主事研修と兼ねて開催し、生徒指導と特別支援教育の２つの視点から
の指導のあり方について学び、特別支援教育コーディネーターと生徒指導主事とが連携を図りながら取り組むことの大
切さを確認することができた。
イ 特別支援教育アドバイザー（注30）の配置
　２名の特別支援教育アドバイザーが各学校での巡回相談を行い、障がいのある幼児児童生徒への支援に対する助言、
教職員及び保護者への教育相談等を実施した。
　令和２年度　配置時間：週当たり28時間　学校巡回相談の実施回数：小学校303回　中学校93回
　令和３年度　配置時間：週当たり28時間　学校巡回相談の実施回数：小学校295回　中学校74回
ウ 子どもつながり支援員（注31）の配置
　学校の状況に応じ、市内小・中学校に子どもつながり支援員を配置し、障がいのある児童生徒の個別支援を行った。
　令和２年度　配置校数（人数）　小学校17校（66人）　中学校 9校（29人）
　令和３年度　配置校数（人数）　小学校17校（67人）　中学校 9校（27人）　

指
標

成
果
と
課
題

　年間２回の研修を通して、特性に応じた指導をするための力量を高めること、特別支援教育コーディネーターと生徒
指導主事が連携して子どもを見ていくことや特別支援教育の視点に基づいた指導について学び、共通理解を図ることが
できた。
　令和３年度は、宮島小学校に通級指導教室を新設し、市内小学校全ての児童が通級指導を受けることができる環境を
整えることができた。また、通級指導教室担当者会を年間５回実施し、指導者の資質向上と通級指導教室の理解啓発を
行うことができた。
　専門性を有する特別支援教育アドバイザーの派遣により、教職員や保護者のニーズに応えることができ、年々その
ニーズが高まっている。巡回相談数が減少しているが、1回の訪問当たりの相談時間は倍増し、内容も充実したものに
なっている。さらに子どもつながり支援員を学校に配置することにより、障がいのある児童生徒の個別支援を行うこと
ができた。

評　

価

　特別支援教育アドバイザーによる巡回相談、１回の訪問における相談件数、相談時間が増加し
ており、その相談内容に対する助言、支援も充実してきている。また、これまで巡回相談を積極
的に活用していなかった学校による派遣依頼も増えてきている。
　また、市主催のプログレス研修や通級指導担当者会等において、目標回数を上回って講師を務
め、研修の充実に寄与している。

今
後
の
対
応

　令和３年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、オンライン研修を行うなど、状況に応じて研修を実施すること
ができた。一人一人の特性を把握し、個に応じた支援・指導を行うことが必要であることなどを共有し、担当者だけで
なく、全教職員で特別支援教育に取り組んでいくことができるようにする。
　特別支援教育アドバイザーについては、引き続き、通級指導教室の指導や特別支援学級の指導に重点を置き、教職員
や保護者のニーズに応える。通級指導教室担当者会を年間５回実施し、担当者だけでなく希望者も参加できるようにす
ることで指導者の資質向上と通級指導教室の理解啓発を行う。また、令和４年度は、初任者や経験の浅い教員を中心に
希望する教職員を対象として、特別支援教育スキルアップ講座（オンライン）を月に１回程度開催し、特別支援教育の
視点における授業づくりや児童生徒との関わり方などについて学ぶ場を設定し、配慮が必要な児童生徒に対して適切な
支援が行えるようにする。
　さらに、学校の状況に応じ、子どもつながり支援員を配置し、障がいのある児童生徒の個別支援を充実させる。

学
識
経
験
者
の
意
見

○しっかり巡回相談をしている。引き続き、取り組んでほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
２

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 子ども達の状況に応じた教育や心の教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 学級や学校、地域をよくするために何をするべきかを考えたことがある生徒の割合(参加者）
目標値 100% 100% 100% 100% 100%
実績値 98.1%

主な取組 （４）児童生徒の自主的な活動の推進 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

・生徒会サミットでの協議を通して、市内の児童・生徒会活動の活性化を図り、身の回
りの問題を自ら解決しようとする生徒の自主的・実践的な態度が育まれている。
・命の大切さについて考える日における生徒会、児童会によるいじめ根絶に向けたメッ
セージが発信されている。

現
状
課
題

　コロナ禍により令和２年度は生徒会サミットが実施ができなかったため、令和３年度からオンラインでの実施に切り
替えた。初めてのオンライン実施であったため、協議の進め方や結論まで到達することに課題があった。今年度の実施
内容を次年度以降に向けて改善していくことが必要である。また、サミットの成果や命の大切さを考える日へのつなが
りについて、各校の取組を小学校を含めて共有していく必要がある。

指
標

内部評価

Ｂ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

【生徒会サミットについて】
①広島修道大学での事業の趣旨説明、協力依頼（令和３年１２月８日）
　サミット当日に協議の進行役を務める学生に対して趣旨説明や当日の役割について説明を行った。
②生徒会担当者会の実施（令和３年１２月１６日）
　市内中学校の生徒会担当者に対して、サミットの趣旨やオンラインでの実施方法等を説明した。
　コロナ禍での生徒会活動について各校の現状と今後の取組等について情報交換を行った。
③生徒会サミットグループ別事前協議会（令和４年１月６日）
　サミット当日に向けて参加生徒の交流と市教委からの趣旨説明を行った。
④生徒会サミット
　「いじめをなくすために私たちができること」をテーマにグループ別協議を経て全体で協議を行った。

成
果
と
課
題

　今年度よりオンライン開催を実施した。コロナ禍に左右されない持続可能な方法となった。実施してみてサミットの
中心となる協議が時間の関係で最終的な結論まで到達できなかったことや、グループ協議をした学校の生徒同士でしか
実質的な交流がなかったことなど内容については改善していく必要がある。
　協議の内容が最終的な結論まで到達できなかったため、小学校に対して情報提供ができていない。サミットを含めた
命の大切さについて考える日の取組内容について交流できるような形での情報共有が望ましい。

評　

価

　従来のように対面で実施する形式の方が「身の回りの問題を自ら解決しようとする生徒の自主
的・実践的な態度を育む」という本来の目的は達成しやすい。しかし、前年度開催できなかった生
徒会サミットがコロナ禍でも開催できたことにより、初めての取組で課題も多かったが、オンライ
ン形式での実施は次年度以降につながる取組となった。また、時期的な面では５月の命の大切さに
ついて考える日に、１月に実施した生徒会サミットの協議内容を踏まえたメッセージが各校の生徒
会執行部から発信されることとなり、年間を通したいじめ防止の取組にもつながった。

今
後
の
対
応

・対面でなく、オンライン開催を継続するのであれば、サミット当日に生徒会執行部の生徒達が活発に協議できるよ
う、事前に生徒同士が打ち解けられるように方法を検討する等、本来の目的が果たせるよう工夫・改善の必要がある。
・令和４年度の命の大切さについて考える日の取組内容を集約し、更なる充実のために各校での共有や交流を行う。
・広島修道大学との事前の連携についても令和３年度に開催した内容をもとに具体的な場面を想定して行う。

学
識
経
験
者
の
意
見

○生徒会サミットの取組の内容としては充実しているが、生徒同士が円滑に意見交換ができるよう
に、開催方法については慎重に検討する必要がある。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
１
２

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 「ふるさと廿日市」に愛着と誇りをもち、社会を生き抜く力を育む学校教育の充実
施 策 の 柱 子ども達の状況に応じた教育や心の教育の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 ほほえみコンサートの実施校数
目標値 １７校 １７校 １７校 １７校 １７校
実績値 １６校
項目 スクールギャラリーの実施校数
目標値 ６校 ９校 １２校 １５校 １７校
実績値 ６校

主な取組 （５）文化（・スポーツ）を通じた青少年の健全育成 担当課名 生涯学習課

目
的青少年 　文化活動等を通じて青少年の健全育成が図られている。

現
状
課
題

・青少年が文化活動等に触れて、継続し、地域で活動する機会が多数あることが望まれる。
・青少年の健全育成を支援する団体は多数あるが、それぞれの活動内容が固定化し、支援する大人も高齢化している。
・コロナ禍で活動場所や機会が制限され、青少年の活動機会が減少してきている。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

①青少年育成団体の活動支援
　廿日市市内で青少年育成を行う団体に補助金交付・事業委託し、青少年活動を支える大人の活動を支援した。
・青少年育成廿日市市民会議　　　　→　青少年育成市民大会により吹奏楽を演奏した。
・廿日市市子ども会育成連絡協議会　→　Voice（注32）2021を実施した。
・青少年夢プラン実行委員会　　　　→　こども絵画展、傘下団体の日常活動（演劇、ダンス、自然体験、囲碁等）を
行った。

②青少年の文化育成活動の実施
　文化芸術活動団体への委託等により、青少年が文化芸術に触れる機会を創出した。
・廿日市市芸術文化振興事業団　→　児童・生徒による室内合奏団「NO・ZO・MI」を育成した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ほほえみコンサート（注33）（小学校訪問コンサート）の実施した。
・はつかいち美術ギャラリー　　→　きっず・あーと２０２２、中学校合同美術展を実施した。
・廿日市市美術協会　　　　　　→　スクールギャラリーを実施した。

指
標

成
果
と
課
題

・青少年育成団体に補助・委託することにより青少年の活動機会を創出することができた。
・芸術文化活動団体への委託等により、青少年が音楽や美術に触れる機会を得ることができた。
・青少年に多様で新たな文化に触れる機会や、活動を継続する環境整備を継続的に実施することが必要である。
・青少年育成団体の活動者が高齢化し、活動が固定化していること、コロナ禍で活動機会が休止・制限を受けているこ
とが課題として挙げられる。

評　

価

　民間の活動者のノウハウを活かし、協力を得ることで、市内の青少年が学校内外で文化芸術に
触れる機会を創出できている。

今
後
の
対
応

・現在の民間活動者や事業者の協力に加えて、企業等に協力者をさらに拡げつつ、青少年が文化芸術に触れ、活動でき
る環境整備を進めていく。
・スクールギャラリーは希望制で実施しているが、実施校数を増やすため、未実施の学校へ実施済の学校での効果や事
業の詳細な情報提供を行う。

学
識
経
験
者
の
意
見

○スクールギャラリーの次年度以降の目標を達成するためにも、内容について確認することが必
要である。
○今後も継続的に事業の実施ができるよう、工夫して取組を推進してほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
２
３

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 自ら学び、学びにより人と人とがつながり、まちづくりに寄与する教育の推進
施 策 の 柱 地域全体で子どもたちの成長を支える仕組みづくり

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 地域学校協働活動推進員の研修会等の回数
目標値 2回 2回 3回 3回 3回
実績値 1回
項目 コミュニティ・スクールの導入校数（学校教育課調べ）
目標値 5校 16校 27校 27校 27校
実績値 3校
項目 放課後子ども教室の実施学校
目標値 11校 12校 13校 14校 17校
実績値 10校

主な取組 （１）地域とともにある学校づくり 担当課名 学校教育課・生涯学習課

目
的
地域住民、小・中学校児童生
徒

・学校・家庭・地域が一体となって子どもを育てる環境が整っている。
・市内の全小・中学校にコミュニティ・スクールが導入されている。
・各小学校区に放課後子ども教室（注34）が設置されている。

現
状
課
題

・協働によるまちづくりを推進しつつ、設置校を拡大するための情報提供や研修会等の取組が必要である。また、新
型コロナウイルス感染症予防に努めながら、活動の停滞を防ぐ必要がある。
・地域ボランティアの活動により支えられている事業であるが、地域住民の高齢化に伴い、後継者や活動の核となる
コーディネーター等の人材確保が課題である。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

①地域学校協働本部（注35）の活動推進
・地域連携推進員が各地域学校協働本部の調整会議に参加し、活動への支援や助言を行った。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、地域住民を対象とした研修会は開催できなかったが、学校関係者等を対
象としたコミュニティ・スクールの導入や地域学校協働本部の推進に関する研修会をオンラインで開催した。
②コミュニティ・スクール（学校運営協議会）の推進
　令和３年度設置した四季が丘小学校、吉和小・中学校で、円滑に学校運営協議会が行えるための情報提供や研修会
を実施した。また、令和４年度設置校へ向けて、他県や他市町の取組に関する情報提供を行った。
　令和３年度　学校運営協議会開催回数　四季が丘小学校　３回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉和小・中学校　３回　
③放課後子ども教室の推進
　新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの教室で１年を通じて活動ができなかったが、活動への支援や助言
を行った。

指
標

成
果
と
課
題

①③新型コロナウイルスの感染拡大により、学校内での支援活動の中断や会議の中止を余儀なくされたが、感染症対
策を徹底しながら、見守りや児童生徒と密にならない活動等、できる活動を継続して行うことができた。また、放課
後子ども教室が設置されている１０校中、実施できたのは３校に留まった。
　活動者に高齢者が少なくないため、活動が中断することにより、活動者のモチベーションの低下、ひいては活動者
の減少につながることが懸念される。
②令和３年度は、２７校のうち導入を希望した四季が丘小学校、吉和小・中学校に学校運営協議会を設置し、それぞ
れにおいて３回協議会を開催することができた。未設置校に対して、研修の参加について呼びかけたり、他県や他市
町の取組について情報提供を行ったりした。

評　

価

①③新型コロナウイルスの影響で活動が制限されることにより、活動回数の減少や内容の拡充を
図ることができなかったが、全協働本部で活動を継続することができた。
②令和３年度は、学校や地域で新型コロナウイルスの対応等優先すべき業務が生じたため、コ
ミュニティ・スクールの導入校数が目標値に達することができなかった。令和５年度の全校導入
に向けて、研修等への参加を呼びかけたり、導入校の取組について情報提供を行ったりすること
が必要である。

今
後
の
対
応

①③活動の一層の充実を図るため、活動者の世代交代を見据え、地域の各団体、ＰＴＡ、民間企業等の幅広い層に参
画してもらうような体制づくりが必要である。
子どもたちの育成を通して、地域全体の教育力が向上するよう、学校と地域両方が活性化するような支援の在り方を
検討していく。
②協議会の運営状況の把握に努めるとともに、委員に対して、必要な情報の提供及び助言を行うなどして、協議会の
より一層の充実を図る。また、令和５年度には全小・中学校の学校運営協議会設置を進めるため、学校教育課と生涯
学習課が連携して、住民や教職員を対象とする研修等を開催する。各協働本部及び学校へ新型コロナウイルス感染症
予防について通知し、感染予防対策を徹底した上で活動を実施する。

学
識
経
験
者
の
意
見

○コロナの関係で、地域が学校に入ることについて難しい期間があり、取組自体がやむを得ず後
ろ倒しになった影響が大きい。
○コロナ禍の中、それなりの働きかけをし努力しているのは感じられる。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
２
３

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 自ら学び、学びにより人と人とがつながり、まちづくりに寄与する教育の推進
施 策 の 柱 地域全体で子どもたちの成長を支える仕組みづくり

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 「青少年の健全育成に向けた活動の場や機会の提供」の満足度

目標値 2.98ポイント 3.01ポイント 3.04ポイント 3.04ポイント 3.10ポイント
実績値 3.03ポイント
項目 「『親の力』をまなびあう学習プログラム」を活用した講座の実施回数

目標値 1回/年 1回/年 2回/年 2回/年 2回/年
実績値 1回/年

主な取組 （２）家庭・地域との連携による青少年の健全育成 担当課名 生涯学習課

目
的

青少年、家庭教育支援に関わ
る人

・青少年育成団体や関係機関と連携し、青少年健全育成のための支援体制を充実させ
る。
・家庭教育支援のためのファシリテーター（注36）の育成を図る。

現
状
課
題

・時代や青少年を取り巻く環境が変化する中で、各団体が連携、役割分担をしながら、効果的な事業を展開していく
必要がある。
・家庭教育を支援するファシリテーターを養成するとともに、講座等支援の場を設定していく必要がある。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

①未来を担う子ども・若者の育成支援
・自然体験、交流、創作活動等各種事業を実施する青少年育成団体の支援を行った。
・書店、コンビニエンスストア等への立入調査を毎年実施している。また、青少年育成団体において夏休みの安全パ
トロール、あいさつ運動、白ポスト回収等を実施した。
・成人式実行委員会や児童・生徒の意見発表会「ＶＯＩＣＥ２０２１」等を実施し、青少年が運営に関わる場を持っ
た。
・青少年育成団体と連携し、青少年健全育成新聞「しゃぼん玉」を年３回発行し、市内全小・中学校児童生徒及び市
内公共施設へ配布した。
②家庭教育支援の充実
・「『親の力』をまなびあう学習プログラム」（親プロ）（注37）のファシリテータースキルアップのためのステップ
アップ研修全３回）に、登録ファシリテーターが参加した。
・子育て支援センターが実施した子育てサポーター養成講座の講師として登録ファシリテーターが親プロ学習プログ
ラムを実施した。
③地域学校協働本部活動の実施
　地域連携推進員が各地域学校協働本部の調整会議に参加し、活動への支援や助言を行った。

指
標

成
果
と
課
題

①青少年育成団体の活動を支援するとともに、広報啓発活動や立入調査等の実施により、青少年の健全育成の環境整
備を行った。（令和３年度立入調査件数　５５店舗）
　成人式実行委員会や「ＶＯＩＣＥ２０２１」等の事業を通して青少年団体や学校・地域と連携し青少年の主体的な
活動を促すことができた。
　青少年育成団体の活動者が固定化・高齢化し、活動内容も固定化しつつある。
②ファシリテーターのスキルアップを図るため、ファシリテーター研修会及び情報交換会を開催した。
　コロナ禍以前からの課題として、実際に子育てをしている世代に支援が届きにくい状況があり、実施の形態を工夫
していく必要がある。　　

評　

価

・新型コロナウイルスの影響により、青少年団体が実施する事業を中止や縮小するなど、例年よ
り事業数は減少したが、オンライン開催や動画配信等開催方法を工夫することにより、健全育成
の機会が確保できた。
・ファシリテーターの育成を行い、子育て支援センターと連携した講座を実施することができた
が、スキルを活かせる機会が少なかった。
※（注）指標「青少年の健全育成に向けた活動の場や機会の提供」の満足度：まちづくり市民ア
ンケートの数値。配布数5000票（有効回収票2122票 回収率42.2％）、最高値5.00、平均値3.01

今
後
の
対
応

①青少年育成団体と連携し、子ども・若者支援活動を推進する。また、青少年団体が実施する事業内容について、ポ
ストコロナを見据え、新しい生活様式に対応したり、青少年の現代的課題に対応した取り組みに改善していくため、
各団体と協議を行う。
②子育て世代の対象者へ届くよう一層、親プロの周知を図る。ファシリテーター間の交流や資質向上のために研修
会・情報交換会を開催する。また、効果的に学習機会を提供するため、子育て支援センター（ママフレンド）等、子
育て関係機関が連携した取り組みを進める。

学
識
経
験
者
の
意
見

○非常によく取り組んでいる。
○引き続き、取組を推進してほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
２
４

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 自ら学び、学びにより人と人とがつながり、まちづくりに寄与する教育の推進
施 策 の 柱 人づくりとまちづくり活動の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 全主催事業における地域課題解決事業の割合
目標値 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 全主催事業の１／３程度

実績値 32.9%
項目 地域の行事に参加している市民の割合（まちづくり市民アンケート）
目標値 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 57.1%
実績値 43.2%
項目 地域の事業に参画している市民の割合（まちづくり市民アンケート）
目標値 28.4% 28.8% 29.0% 29.2% 29.5%
実績値 24.4%
項目 市民センターが利用しやすいと思う市民の割合（まちづくり市民アンケート）
目標値 40.0% 42.0% 45.0% 48.0% 50.0%
実績値 44.1%
項目 市民センターリニューアル工事の件数（施設数）
目標値 3件 0件 3件 1件 計画件数
実績値 3件

主な取組 （１）協働による持続可能なまちづくりの推進 担当課名 地域振興課

目
的
市民、住民自治組織、各種団
体

・多様な主体がいつでも集い、学びあう場をつくるとともに、学習した成果を地域の
課題解決につなげていく取組ができている。
・市民センターが、より地域に密着し、生涯学習・まちづくりの拠点施設としての機
能を効果的に発揮している。

現
状
課
題

・地域課題の把握と事業の企画立案をするため、職員の研修をさらに充実していく必要がある。
・市民センターを有効に活用していくために、適切なタイミングで施設の改修を実施し、良好な利用環境を維持する
必要がある。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

①市民センターにおけるまちづくり活動の支援
　各市民センターにおいて、「家庭教育支援」「青少年の育成」「健康づくり」「福祉」「安全・防災」「平和」
「人権・男女共同参画」の七つの領域を踏まえ、地域に必要なテーマやまちづくりに関する事業を、企画・実施し
た。
②まちづくり拠点の充実・整備
・エレベーター設置及びトイレ等改修工事（宮園市民センター）を実施した。
・空調設備改修工事（地御前市民センター・友和市民センター）を実施した。

指
標

成
果
と
課
題

①市民センター事業方針に基づき、地域の状況に応じたテーマを選定し、主催事業を実施した。地域課題をテーマと
した事業は、全事業数の１/３程度の割合で実施した。また、地域の行事に参加している市民の割合は、概ね目標を
達成できたが、地域の事業に参画している人（地域の支え手として活動している人）の割合は、目標値を下回った。
②市民センターの利用しやすい環境整備のため、市民センターの長寿命化計画に基づき、予定どおりエレベーターの
設置やトイレの改修、老朽化した空調設備の改修等を実施し、市民センターが利用しやすいと思う市民の割合は、目
標値を上回った。

評　

価

①新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等により、市民セン
ターの利用停止期間を設けた中での運営であったが、地域課題に関する事業の割合は、目標どお
り全事業の１/３程度の割合で実施することができた。また、まちづくり市民アンケートの結果
では、地域行事への参加割合は目標を上回ったが、コロナ禍で、事業数が減少したこともあり、
地域の事業に参画している人（地域の支え手として活動している人）の割合が目標値を下回っ
た。
②まちづくり拠点の充実・整備については、市民センターの長寿命化計画に基づき、予定どおり
整備できた。

今
後
の
対
応

①広島県が実施する「学びから始まる地域づくりプロジェクト」事業（注38）の研修等により、職員が具体的な市民セ
ンターのあり方について学びを深める。また、地域課題を解決するためには、地域の事業に参画する市民を増やす必
要もあることから、市民が、地域に関心を深める事業を企画・立案するための職員研修をさらに充実させる。
②引き続き、市民センターの長寿命化計画に基づいた施設のバリアフリー化などにより、市民が利用しやすと思う施
設に整備・改修する。

学
識
経
験
者
の
意
見

○コロナ禍で、行事が中止等された中、がんばっている。引き続き、取組を推進してほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
２
４

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 自ら学び、学びにより人と人とがつながり、まちづくりに寄与する教育の推進
施 策 の 柱 人づくりとまちづくり活動の推進

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 全市民センターが主催した事業数
目標値 200事業 200事業 200事業 200事業 200事業
実績値 263事業
項目 市民センターのクラブの利用者数
目標値 116,000人　　 117,000人　　　　 118,000人　　　　　　　119,000人 120,000人　　　　　
実績値 99,513人
項目 図書館を利用する市民の割合
目標値 36.0％ 37.0％ 38.0％ 39.0％ 40.0％
実績値 28.7％
項目 朝食を毎日食べる児童・生徒の割合(児童生徒学習意識調査)
目標値 小98.6％　中98.1％ 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％ 小100％　中100％
実績値 小95.4％　中92.2％

主な取組 （２）生涯にわたる学びの推進 担当課名
学校教育課・生涯学習課・はつかい
ち市民図書館・地域振興課

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

目
的市民

①全ての人に対する学習機会の提供・学習支援の充実
　人生１００年時代を見据え、生涯にわたる学びを支援し、学習成果が地域の活動等に活かせる環
境及び多様なライフスタイルに応じた学びを支援する環境整備、学習機会の提供ができている。
②図書館サービスの充実
　乳幼児から高齢者まで全ての世代の人が自由に生涯学習を行うことができる環境整備、その学習
成果により地域活動が充実や地域文化の継承・持続発展ができている。
③家庭・地域における食育の推進
　食育推進施策を展開し、家庭・地域を巻き込んだ食育の成果が地域に普及している。

現
状
課
題

①全ての人に対する学習機会の提供・学習支援の充実
・多様な学びに応えられる学習機会を提供する必要がある。
・市民センター等と連携し、多様な学びの提供や学習成果を地域活動に活かすことができるよう学びの循環を図る必要がある。
②図書館サービスの充実
・市民（利用者）に図書館資料等による情報提供やお薦め本の展示を随時行う必要がある。
・乳児及び児童に対する読書啓発として、おはなし会、昔話出前事業、ブックトーク出前事業等の活動を行う必要がある。
③家庭・地域における食育の推進
食を取り巻く社会環境の変化や食に関する価値観・ライフスタイル等の多様化が進む中、学校給食を通して基本的な生活習慣の定
着と望ましい食習慣や知識の習得を図り、子どもを含む全ての人が健全な食生活を実践することが必要である。

取
組
内
容

①・市民センターでは、身近で目的を共有しやすいテーマの主催事業を実施し、多くの住民が主体的に参加できる機会を創出し
た。
・ＩＣＴ環境の活用により、オンラインによる主催事業など提供方法も工夫した。
・生涯学習情報を市広報紙や毎週ＦＭはつかいちで発信したり、市内公共施設へちらしや冊子の配布を行った。
・大学連携講座として、生活、歴史等に関する講座を３大学と延べ４回実施した。
・平和をテーマとした学びとして、はつかいち平和の祭典実行委員会において、「はつかいち平和コンサート２０２１」の開催や
折り鶴運動、戦争の語りＤＶＤ作成等を行った。
②・返却本を市内全市民センター等で受け付けることができるように返却ポイントを増設した。
・保育園や図書館から離れた地域への移動図書館車巡回や、子ども司書の受入れ、社会見学、小学校への昔話出前派遣事業やブッ
クトークボランティア（注39）派遣事業といった子ども向け事業を継続して行った。
③県教委が主催するひろしま給食推進プロジェクトに参画し、広島県産食材の豊富な「ひろしま給食」メニューを活用した学校給
食を実施した。学校、家庭、地域を対象に、野菜の食べ方・塩分の控え方をテーマに学校給食フェスタを開催し、食育オンライン
講座やパネル展示を実施したほか、野菜を食べようをテーマにはつかいち給食だよりを作成し、配布した。

指
標

成
果
と
課
題

①市民センター主催事業は、身近で目的を共有しやすいテーマを企画した。新型コロナウイルス感染症による緊急事態措置やまん
延防止等重点措置等により、市民センターの休館や主催事業の自粛期間もがあったが、ＩＣＴ環境を活用したオンラインによる主
催事業を実施するなどの工夫により、目標を上回る事業数を実施することができたが、市民センターのクラブの利用者数について
は、目標値を下回った。
②令和2年度と同様に新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時休館や各事業の中止等の制限を余儀なくされた。この環境の
中でも安心安全に来館回数を減らして利用することできる「ＦＡＸやメールによるリクエスト受付」や、「貸出本の市民センター
等に返却」を開始したが、利用していない市民（71.3％）が来館したくなるサービスを企画する必要がある。
③学校、家庭、地域を対象に初めて開催した学校給食フェスタでは、食育オンライン講座や栄養教諭、学校栄養職員との連携によ
るパネル展示を実施し、野菜の食べ方・塩分の控え方に関する情報を幅広く発信した。
はつかいち給食だよりを作成し、家庭、地域へ配布することにより、野菜の摂取量の目安や野菜に含まれる栄養素のはたらき、市
民の野菜摂取の現状、学校における食育の取組を発信した。

評　

価

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、延べ３ヶ月以上休館した。また、開館時においても三密を
避けるため、施設の利用人数の定員を半分に制限したことから、登録クラブの利用者数については、目標値
を１４％程度下回ったが、休館や利用制限がなければ、目標は達成できていたと考える。また、市民セン
ターの主催事業においては、市民センターでの開催を中止した期間中も「市民センターに集まらなくてもで
きること」を企画して、市民への学習機会を提供した。
②コロナ禍の中、来館回数を減らしつつ図書館利用ができるサービス（ＦＡＸやメールによる未所蔵資料の
リクエスト受付・貸出本の市民センター等への返却）を行い、読書環境の提供の場を増やしたことは成果が
あった。今後は市広報等に利用案内を掲載することにより新規利用者獲得を図る。
③「ひろしま給食」、フェスタ、給食だよりのほか、市のホームページ・フェイスブック等を活用し、学校
給食に関する情報を学校、家庭、地域に向け年間を通じて発信し、望ましい食習慣や食に関する正しい知識
の習得について啓発することができた。

今
後
の
対
応

①地域振興課（市民センター関係）事業方針に基づき、身近で、目的を共有しやすい地域に必要なテーマを主催事業として企画
し、より多くの市民に市民センターを利用していただけるよう運営する。
②令和５年３月には大野図書館がリニューアルされ、ＩＣタグの活用による複合施設内であれば本を読むことのできる「どこでも
図書館」となる。このサービスを図書館ホームページ等を活用して情報発信を行い市民の集客を図る。また、電子書籍の導入など
を検討する。
③食育啓発冊子の発行やイベント等を継続し、基本的な生活習慣の定着と望ましい食習慣や知識の習得を中心に、家庭・地域にお
ける食育の推進を図る。

学
識
経
験
者
の
意
見

○コロナ禍において、オンラインで事業を開催するなど、頑張って取り組んでいる。
○生涯にわたって、主体的な学びを習慣づけるためにも引き続き、取組を推進してほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
３
５

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 受け継がれてきた歴史や文化の継承とふるさとに愛着と誇りをもつ心の育成
施 策 の 柱 魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 地域教材を活用した授業実施率（市独自のアンケート調査）

目標値 100% 100% 100% 100% 100%
実績値 100%
項目 今住んでいる地域の行事に参加している児童・生徒の割合（全国学力・学習状況調査）

目標値 小6 74.0％ 中3 54.0％ 小6 74.0％ 中3 54.0％ 小6 75.0％ 中3 55.0％ 小6 75.0％ 中3 55.0％ 小6 75.0％ 中3 55.0％

実績値 小6 65.2％ 中3 42.7％

項目 市民センターでの主催事業のうち、ふるさと廿日市をテーマとした事業のアンケート結果でふるさとに愛着を持つ人の割合

目標値 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0%
実績値 90.7%

主な取組 （１）ふるさと学習の推進 担当課名 学校教育課・地域振興課

目
的小・中学校の児童生徒、市民

・地域の方を招いて話を聞いたり、児童生徒が地域に出向いてインタビューしたり、
体験活動を行ったりすることを通して、地域の課題に気付き、その課題を解決してい
こうとする態度と実践力を育てる。
・ふるさとへの愛着と誇りが市民の中で広がり根付くよう、多彩な地域の資源を守る
活動や郷土の歴史・文化、産業について学ぶ機会を充実させる。

現
状
課
題

　社会が激しく変化する中で、次世代を担う子ども達が、「ふるさと廿日市」への愛着と誇りを育む必要がある。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの地域の行事が中止となったため、地域の行事に参加している児童
生徒の割合が小・中学校ともに大幅に減少しており、ふるさとへの愛着と誇りがより広がり、根付くためには、ふ
るさとの魅力について発見したり、再認識したりできる体験的な活動や探究的な学習を充実させる必要がある。

内部評価

外部評価

Ａ

取
組
内
容

①「ふるさと廿日市」への愛着と誇りの育成
・シティプロモーション室と連携を図りながら、学校のニーズにあった講師を紹介し、訪問やオンラインでゲスト
ティーチャーとして授業に参加してもらった。
・「ふるさと学習発表会」をオンラインで開催し、YouTubeにより市内全校教職員、児童生徒、保護者を対象として
限定公開した。市内全校がステージ発表又は展示発表において取組の成果を発表し、「ふるさと学習」の充実を
図った。
・各校の取組をまとめた「ふるさと学習実践事例集」を作成して市内全校、各市民センターに配付した。また、市
内全学校が取組事例を自校のホームページに掲載し、市のホームページにも全校の取組事例を掲載することで情報
発信に努めた。
②ふるさとを愛する心をつなぐ学習環境づくり
・市民センターにおいて、「ふるさと廿日市」の魅力を活用した学びや体験事業を実施した。
・ロビー展などでふるさとへの愛着と誇りを育てる展示を実施した。
・地域の歴史や伝統文化を学ぶ自主グループ活動を支援した。
・地域の方に講師を依頼し、交流の中から心を育んだ。

指
標

成
果
と
課
題

①１年間を見通して計画的に支援を行い、地域人材を活用しながら学習を進めることができた。「ふるさと学習発
表会」をオンラインで開催し、開催後には市民ホールにて展示発表するとともに、オンライン発表会の様子を電子
黒板で発信することで、学校の取組を広く学校関係者・保護者・市民に広報することができた。一方で、一部の学
校は、オンライン発表会への参加に消極的であり、発表校に偏りが出てきていることが課題である。
②「ふるさと廿日市」をテーマとした主催事業については、一部の市民センターで実施できなかったが、実施した
主催事業の参加者にアンケートをとった結果、ふるさとに愛着を持つ人の割合が、目標値を上回る結果が得られ
た。

評　

価

①各校において、地域の文化や特色について知るだけでなく、地域の課題を見いだし、実際に
自分たちにできることを考え、課題解決に向けて児童生徒が主体的に活動する取組ができた。
また、発表校に対しては、外部の企業や専門家にアドバイスをいただき、ブラッシュアップを
行うことで、児童生徒がより目的意識や相手意識をもって表現・発信することができ、達成
感・満足感の更なる向上につながった。地域行事参加の割合については、新型コロナウイルス
感染拡大前の数値に戻りつつある。
②主催事業だけでなく、市民センタークラブや地域の方の作品展示、歴史や伝統文化を学ぶ活
動団体の支援、廿日市市在住の講師による主催事業など、ふるさとに愛着と誇りを持つ学習が
できた。

Ｂ

今
後
の
対
応

①ふるさとへの愛着と誇りがより広がり、根付くよう、ふるさとの魅力について発見したり、再認識したりできる
体験的な活動や探究的な学習を充実させるために、プロモーション戦略課と連携を図りながら計画的に支援を行
う。令和４年度もふるさと学習実践事例集の作成や「ふるさと学習オンライン発表会」、展示発表を実施する。児
童生徒が表現・発信する場の一つとして、全ての学校がオンライン発表会を活用できるよう、令和５年度以降は、
輪番で実践発表を行うこととする。なお、実践事例集を市民センターだけでなく、地域学校協働本部にも情報提供
するなどして、広く地域の方に発信する。
②「ふるさと廿日市」をテーマとした事業の実施については、新型コロナウイルス感染症の影響により企画・実施
できなかった市民センターもあったが、今後も引き続き各市民センターで実施できるよう取り組む。

学
識
経
験
者
の
意
見

○コロナ禍という状況で、よく取り組んでいる。
○体験的な活動が、新たな発見や再認識につながっているため、継続することの意義を理解
し、引き続き、取組を推進してほしい。

28



年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
３
５

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 受け継がれてきた歴史や文化の継承とふるさとに愛着と誇りをもつ心の育成
施 策 の 柱 魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世代への継承

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 無形・有形民俗文化財の継承団体に属する人数（生涯学習課調べ）
目標値 181人 185人 190人 195人 200人
実績値 158人
項目 歴史民俗資料館等の年間入館数
目標値 7,500人 10,000人 14,000人 16,000人 18,000人
実績値 8,089人
項目 伝統的建造物群保存地区内における修理・修景事業の件数（建築物累計）
目標値 9件 13件 17件 21件 25件
実績値 10件

主な取組 （２）文化財の保存・継承 担当課名 生涯学習課・都市計画課

目
的

市民及び不特定多数の関心の
ある人々や次世代の人々

・受け継がれてきた貴重な文化財を守り、次世代に継承する。
・文化財や郷土の歴史を学ぶ機会が提供されている。

現
状
課
題

・厳島神社などの貴重な文化財の保存。また、郷土の民俗芸能を保存・継承している団体などへの支援が必要である。
・歴史民俗資料館等は、収蔵品等を保存・活用するための場所が十分ではなく、施設も老朽化しており、整備の検討が
必要である。
・宮島歴史民俗資料館の整備基本計画の策定を行うが、課題整理が必要である。
・貴重な文化財である宮島地域の歴史的町並みを保存するために、町並み保存に対する市民意識の醸成が必要である。

内部評価

Ｂ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

①文化財や民俗芸能の保存・継承
　厳島神社等文化財の保存修理や、神楽等地域の伝統芸能を継承、未指定文化財を保存･活用する活動を支援した。
②歴史民俗資料館の整備及び活用促進
・郷土の歴史や文化に係る資料保存及び情報発信の拠点である歴史民俗資料館の活用を推進するため、宮島歴史民俗資
料館において、展示紹介の強化や出前講座等の実施に取り組んだ。
・市内の歴史民俗資料館の現状や地域事情等を踏まえ、今後の歴史民俗資料館の在り方や再編整備の方針を検討し、令
和4年度から宮島歴史民俗資料館の整備基本計画策定を行うこととした。
③宮島地域の歴史的町並みの保存
・厳島神社門前町としての歴史的町並みを保存・復元・継承するため、伝統的建造物群保存地区制度により伝統的建造
物の調査及び保存修理に対する補助を実施した。
・文部科学大臣に対して重要伝統的建造物群保存地区の選定申出を行い、令和３年８月に選定された。

指
標

成
果
と
課
題

①神楽等、地域の伝統芸能を継承する活動への補助金支援を行っているが、民俗芸能団体活動者は減少傾向が続いてい
る。補助金だけでなく、他の支援方法について検討する必要がある。
②宮島歴史民俗資料館では企画展「嚴島神社大鳥居～戦国時代編～」を開催し、企画展館内解説を５回、公開講座を実
施した。
　歴史民俗資料館の在り方や再編整備の方針の検討を行い、その中で吉和歴史民俗資料館は吉和支所複合施設内に令和
５年５月に移転整備する。また宮島歴史民俗資料館について、令和４年度に整備基本計画策定に着手する。
③伝統的な町並み保存に向け、補助事業などを実施し、少しずつ町並み保存が進み始めた。令和３年８月２日に重要伝
統的建造物群保存地区に選定された。

評　

価

①新型コロナウイルス感染防止のため公演や練習の機会が減少したことなども重なり、目標値を下
回っている。
②新型コロナウイルス感染症拡大の影響による入館者数の減少はあるものの、目標数値は達成し
た。
③令和３年度に予定していた２件の修理事業を実施することができた。

今
後
の
対
応

①地域に存在する文化財(未指定を含む。)を把握し、その周辺環境を含めて総合的に文化財を保存・活用するための指
針として、令和４年度中に「文化財保存活用地域計画」を策定する。この「地域計画」の中で「無形文化財等映像記録
保存事業」「無形文化財等後継者支援事業」等無形の文化財に対しての保存継承について計画し取り組んでいく。
②宮島歴史民俗資料館については、引き続き入館者数の増加に向けて、展示の充実や企画展など活用促進の取組を進め
ていく。また、吉和歴史民俗資料館については、令和５年５月の吉和支所複合施設内への移転オープンに向けて、準備
を進めていく。
③重伝建地区にふさわしい町並みの保存復元に向けて町並み保存普及活動に力を入れるとともに、修理修景補助事業を
推進する。

学
識
経
験
者
の
意
見

○伝統芸能の継承は、一度途絶えてしまうと復活は不可能に近いので、教育委員会が復活できるた
めの手だてを考えておいてほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
４
６

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 一人ひとりの学びを支え、時代のニーズに応じた教育環境の整備
施 策 の 柱 学校教育環境の充実

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 小・中学校大規模改修（長寿命化）実施率
目標値 31.9% 31.9% 34.5% 38.1% 41.6%
実績値 31.9%
項目 小・中学校特別教室空調設備設置率
目標値 33.2% 64.0% 64.0% 64.0% 64.0%
実績値 33.2%
項目 合同点検箇所数
目標値 年１箇所以上 年１箇所以上 年１箇所以上 年１箇所以上 年１箇所以上
実績値 ５箇所

主な取組 （１）安全な教育環境の確保 担当課名 教育総務課・生涯学習課

目
的児童生徒

・安全安心かつ快適な学校生活が送れるよう、学校施設の改善・充実を図る。
・安全に通学できるよう学校、ＰＴＡ、道路管理者、警察等の関係機関と連携し、通
学路の安全対策を行う。

現
状
課
題

・学校施設の老朽化対策、生活環境の変化に伴う学校環境の改善・充実、バリアフリー化の推進をする必要があ
る。
・登下校時における安全確保をする必要がある。
・学校からの改善要望に基づき、合同点検の実施等により地域の同意を得て必要なハード及びソフト対策の実施す
る必要がある。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

①学校施設の整備
・老朽化対策として「学校施設の長寿命化計画」に基づき、宮内小学校屋内運動場長寿命化改修工事を実施した。
また、佐方小学校長寿命化改修工事実施設計業務（２カ年業務の１年目）に着手した。宮内小学校及び七尾中学校
において防水軒裏改修工事を実施した。
・学校環境改善のため、佐伯中学校トイレ等改修工事及び大野小中一貫校トイレ改修工事実施設計業務を行った。
・学習環境改善のため、特別教室空調設備整備発注支援業務に着手し、補正予算議決と募集要項の公開を行った。
・教室不足対応として廿日市中学校普通教室棟増築工事を、防災機能強化として屋内運動場非構造部材補強工事を
６校で、バリアフリー対策として２校で実施設計業務を実施した。
②学校安全の推進
　児童生徒の登下校時の安全対策を総合的・積極的に推進するため、廿日市市通学路安全推進プログラムに基づき
次のとおり取組を行った。
○通学路整備部会の開催：９月１４日（火）に開催し、市関係課により危険箇所の把握と対策を検討した。
○第１回廿日市市通学路安全推進会議：９月２９日（水）に開催し、関係機関により、これまでの対策状況の経過
報告、今年度学校から要望があった危険箇所の確認、合同点検箇所の選定を行った。
○合同点検：１０月２７日（水）、２８日（木）、１１月１１日（木）に４校５か所で実施
○第２回廿日市市通学路安全推進会議：３月９日（水）に開催し、関係機関により、今年度完了した対策箇所の確
認、対策効果の把握を行った。
○市ホームページでの公表：廿日市市通学路安全推進会議で確認した対策状況を市ホームページで公表した。

指
標

成
果
と
課
題

①「３　令和３年度事業の実施」の取組内容に掲げた業務及び工事は概ね予定どおり完了した。引き続き、老朽化
対策の加速化、学校環境の改善・充実及びバリアフリー化の推進に取り組んでいく必要がある。
②関係機関との調整を行うとともに、巻付看板（３５枚）や足型マーク（３２枚）の配布を行い、児童生徒が安全
に通学できるよう通学路の安全対策を講じた。

評　

価

①予定どおり進捗している。
②令和３年６月に千葉県で下校中に発生した事故を受けて、例年の取組に加え、危険箇所の再
点検、対策の強化を行った。

今
後
の
対
応

①小中学校特別教室空調設備整備事業の契約を締結し、令和４年度中の設計施工と令和５年度から１３年間の維持
管理業務を委託する。
　長寿命化計画、バリアフリー整備計画その他個別修繕計画に基づき、各種工事の計画的事業化に取り組む。
②今後も道路管理者・警察等関係機関と連携しハード対策を行うとともに、学校・ＰＴＡと連携しソフト対策も進
めることで通学路の安全確保に取り組む。

学
識
経
験
者
の
意
見

○廿日市市通学路安全推進プログラムに基づき取組を実施しているが、緊急の際には、優先し
て早急に対応するなど、柔軟に対応してほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
４
６

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 一人ひとりの学びを支え、時代のニーズに応じた教育環境の整備
施 策 の 柱 学校教育環境の充実

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 「小中９年間で目指す子どもの姿」を設定し、取り組んでいる学校の割合（「小中一貫教育」実施報告書）

目標値 100% 100% 100% 100% 100%
実績値 100%
項目 小中合同研修会を実施している学校の割合（「小中一貫教育」実施報告書）
目標値 100% 100% 100% 100% 100%
実績値 100%

主な取組 （２）教育体制の充実 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

　義務教育９年間を見通した教育活動を通して、児童生徒の発達段階に応じた一貫性
のある学習指導や生徒指導を行うための研究と実践を行うとともに、教職員の連携や
児童生徒の交流を深めることによって、学力の向上を図り、社会性・人間性豊かな児
童生徒を育成する。

現
状
課
題

　「児童生徒理解が深まった」「学力向上において効果があった」「問題行動が減少した」等、一定程度の成果が得
られたが、「不登校児童生徒の割合が減少しない」「全教職員で共通認識がもてていない」等という課題は依然とし
て残っている。義務教育９年間で目指す児童生徒像を明確にし、そのために必要な「資質・能力」を明らかにして、
更なる充実を図る必要がある。また、校務の効率化を実現するための、ＩＣＴ機器の活用方法について各校へ普及す
る必要がある。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

○９年間の学びをつなぐ小中一貫教育の推進
・全教職員が、小中９年間を通して子ども達を育てるという共通意識を持ち、目指す具体的な子ども像（１５歳の生
徒の姿）を共有しながら取り組んだ。また次の４点「①『主体的な学び』の実現に向けた学習指導と、日常の中での
『つなプロ』に向けた生徒指導の２本柱で取り組むこと。②小学校と中学校の教員が、互いに連携・協力し、学習指
導や生徒指導の工夫・改善に取り組むこと。③子どもの学びや教員の取組を小・中学校間でつなげること。④思うよ
うな成果が上がらない取組については、改善すること。」を重点取組として掲げ、各中学校区の強みや弱み等を再整
理しながら取り組んだ。
・小・中学校の教員が、互いの学校の教育を理解するために異校種に乗り入れ、連携、研修等を実施した。また、中
学校区の特色を生かした取組（乗り入れ授業、児童会生徒会執行部連携、縦割り掃除、あいさつ運動、学校説明会、
成果物の作成等）を実施した。

指
標

成
果
と
課
題

　全ての中学校区においてオンライン等も活用しながら小中合同研修会を実施したり、多くの中学校区で合同公開研
究会を開催したりするなど、小中一貫教育における連携体制、情報共有体制は確立されている。学校からは、「コロ
ナ対応で計画が二転三転してしまい、特に公開研究会に関しては急遽対応をしていただく場面が多かったが、小学
校、中学校での取組について相互理解を図ることを主たる目的とした点は有意義であったと考える。」というよう
な、コロナ禍においても前向きな声があった。予算を有効に活用し、学識経験者等専門的な立場からの指導助言を受
けるなどして、教職員の意識の共通化及び指導力の向上を図る等、研修内容の充実が今後の課題である。

評　

価

　取組のポイントを四つに絞ったことで、各中学校区の義務教育９年間で目指す児童生徒像やそ
のために必要な「資質・能力」が明確となり、小中の学びのつながりを意識することができた。
特に佐伯中学校区においては、佐伯高等学校とも連携し、小中高合同研修会等を開催するなど、
小中一貫教育の充実・発展に向けた取組にチャレンジしている。

今
後
の
対
応

　引き続き、四つのポイントに絞って、各中学校区が目指す児童生徒像の達成に向けて取り組んでいく。成果が顕著
な取組や工夫のある取組については、市のホームページに掲載し、廿日市市立学校関係者、保護者、市民等に広報す
る。

学
識
経
験
者
の
意
見

○オンライン等も活用しながら効率的・効果的な連携を通して、よく取り組んでいる。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
４
６

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 一人ひとりの学びを支え、時代のニーズに応じた教育環境の整備
施 策 の 柱 学校教育環境の充実

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 食物アレルギー対応食を調理する専用調理室又は専用スペースを設置している学校給食センター数
目標値 3施設 3施設 3施設 3施設 3施設
実績値 3施設
項目 施設・設備の老朽化に起因する危険異物混入、食中毒の発生件数
目標値 0件 0件 0件 0件 0件
実績値 0件

主な取組 （３）学校給食施設の充実 担当課名 学校教育課

目
的小・中学校の児童生徒

　学校給食施設の老朽化等の課題を解消し、安全で安心な学校給食を将来にわたって
安定的に提供するため、施設の計画的な維持管理を行う。

現
状
課
題

　学校給食施設の計画的な維持管理を行い、衛生管理基準に基づいた環境を整備する必要がある。

内部評価

Ａ

外部評価

Ａ

取
組
内
容

○廿日市学校給食センターアレルギー対応改修工事
○食物アレルギー対応の整備
　・廿日市学校給食センターにおける卵除去食取扱マニュアルを作成した。
　・教職員対象食物アレルギー研修会を開催した。
　・受配校給食担当教職員対象卵除去食取扱シミュレーションを実施した。
　・廿日市市学校給食センターの個別施設計画（長寿命化計画）を策定した。
　　（計画期間：令和３年度から令和１２年度までの１０年間）
○各調理場における施設の修繕、設備の点検・更新

指
標

成
果
と
課
題

・廿日市学校給食センターの改修を行い、食物アレルギー専用調理室を新たに設置した。
・令和４年度から廿日市地域の小・中学校を対象に卵除去食の提供を開始するため、卵除去食取扱マニュアルを作
成し、受配校に対して安全な取扱方法を周知した。また、受配校において担当者を対象とした卵除去食取扱シミュ
レーションを実施し、卵除去食の適切な管理方法や誤配・誤食事故の防止策を伝えた。

評　

価

・令和４年度から開始する廿日市地域の卵除去食の取扱いについて準備を完了した。
・各調理場における施設の修繕、設備の点検・更新を計画的に行い、安全で安心な学校給食を
安定的に提供することができた。

今
後
の
対
応

　廿日市市学校給食施設整備基本構想及び廿日市市学校給食センタ－の個別施設計画（長寿命化計画）に基づき、
学校給食施設の総合的かつ計画的な管理を行う。

学
識
経
験
者
の
意
見

○施設の修繕、設備の点検・更新及びアレルギー対応がしっかりされている。引き続き、取り
組んでほしい。
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年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
４
７

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

ほほえみコンサート

スクールギャラリー

移動文化教室

こころの劇場

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 一人ひとりの学びを支え、時代のニーズに応じた教育環境の整備
施 策 の 柱 世界にはばたく人材の育成

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

事業 内容 参加者数
１６校

１，３２４人

毎年２校を選定し、芸術文化と伝統芸能の鑑賞の機会を提供する。 １校

令和３年度は伝統芸能（野坂中）１校のみ。 １２０人

市内小学校６年生を対象に劇団四季の演劇を鑑賞する。 １１校

令和３年度はオンラインによる鑑賞 ６８３人

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 日ごろから文化芸術活動（音楽、演劇、舞踏、美術、伝統芸能、文学など）を行う人の割合
目標値 44.0% 45.0% 46.0% 47.0% 48.0%
実績値 49.4%
項目 文化ホールの来場者数（はつかいち文化ホール、さいき文化ホール）
目標値 180,000人 180,000人 180,000人 180,000人 180,000人
実績値 71,682人
項目 美術ギャラリーの来場者数
目標値 40,000人 40,000人 40,000人 40,000人 40,000人
実績値 21,884人

主な取組 （１）人生を豊かにする文化芸術活動の推進 担当課名 生涯学習課

目
的市民

　はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーを拠点として、市民が文化芸術
に親しむ機会を創出し、市民主体による文化活動が広がっている。

現
状
課
題

・幅広い市民を対象とした文化芸術活動を推進するため、文化芸術団体への適切な指導・助言を行う必要がある。
・文化施設の老朽化に伴い計画的な改修を行っていく必要がある。

①文化芸術活動の充実
・市民参加育成創造事業として、はつかいち室内合奏団SA･KU･RA及び公募によるジュニア弦楽合奏団NO･ZO･MIが演奏活
動を行った。
・廿日市市美展の開催：作品数１７５点、来場者数１，３９２人
・子どもたちが文化芸術に触れる機会を提供した。

希望する小学校に平和と共生をテーマとして演奏や唱歌の歌唱を通じて本
物の音楽に触れる機会を提供する。

希望する小学校を巡回し美術協会会員が制作した絵画、書、写真等を展示
し鑑賞の機会を提供する。

６校

②文化施設の整備と利用の促進
・はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ、はつかいち美術ギャラリー及びさいき文化ホールの点検、改修を計画
的に行い、安全快適に施設が利用できる環境を整備した。
・はつかいち文化ホールウッドワンさくらぴあ：大・小ホール音響設備改修工事ほか
・さいき文化ホール：舞台吊物機構ワイヤ交換工事ほか

内部評価

Ｂ

外部評価

Ｂ

取
組
内
容

指
標

成
果
と
課
題

①新型コロナウイルスの影響により、演奏会の縮小、練習回数の減少はあったが、文化活動を中断させないように学校
訪問事業や市美展の開催など多くの機会を設けることができた。
②施設の来場者数は、文化ホールでコロナ前の約４割、美術ギャラリーで約５割となっており、令和２年度と比較する
と回復傾向にあるが、コロナ禍においても日ごろから文化芸術活動に親しむ環境を維持することが課題である。

評　

価

　コロナ禍において、ホールやギャラリーに来場する人は減少しているが、学校へのアウトリー
チ事業等時期や参加人数を工夫し、文化芸術の振興に関する事業を実施することができた。

今
後
の
対
応

①新型コロナウイルス収束後にも市民の文化芸術活動が衰退しないよう、この機会を好機と捉え、事業の充実を図る。
②施設の長期修繕計画に基づき、計画的な改修を行う。

学
識
経
験
者
の
意
見

○コロナ禍という状況の中、来場者の適正値を定めることが難しい。これからが大事である。
○引き続き、取組を推進してほしい。

33



年度　施策別評価

第３期教育振興基本計画(計画期間：令和３年度～令和７年度）　【Ｐｌａｎ(計画)】
４
７

１　目的、意図

２　課題の把握

３　令和３年度事業の実施　【Ｄｏ(実施)】

４　点検・評価　【Ｃｈｅｃｋ(点検評価)】

５　見直し・改善　【Ａｃｔｉｏｎ(改善)】

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い

令和 ４

基 本 目 標 一人ひとりの学びを支え、時代のニーズに応じた教育環境の整備
施 策 の 柱 世界にはばたく人材の育成

【対象】誰の（何の）ために 【令和7年度までに目指す姿・意図】

年度 3年度 4年度 5年度 6年度 目標年度（7年度）
項目 障がい者スポーツ指導者の登録者数

目標値 23人 29人 30人 34人 37人
実績値 35人
項目 スポーツ推進委員の女性の割合

目標値 47.5% 48.0% 48.5% 49.0% 50%以上
実績値 47.3%
項目 成人で週1回・1時間以上の運動・スポーツを行う人の割合

目標値 55.0% 55.0% 57.5% 60.0% 62.5%
実績値 53.4%

主な取組 （２）豊かな心・健やかな体を育むスポーツ活動の推進 担当課名 生涯学習課

目
的

子どもから高齢者まで全ての
市民

　市民の生涯スポーツを支援することで子どもから大人までがスポーツに親しんでいる。

現
状
課
題

・市民の生涯スポーツを支えるスポーツ振興団体等への市からの支援のあり方を考える必要がある。
・社会体育施設等の老朽化に対する修繕や、不足している設備を積極的に整備することでスポーツに親しむ環境整備が望
まれる。
・トップアスリートに対する支援制度を検討し、アスリート輩出を促すとともに、まちを挙げて応援する仕組みにつなげ
る。

内部評価

Ａ

外部評価

取
組
内
容

①スポーツに親しむ環境づくり
・市民の生涯スポーツ活動を支援するため、スポーツ推進委員の派遣事業を行なった。
・体育施設の改修を計画的に実施した。
・女子野球タウン（注40）の認定を受け、女性のスポーツ活動の推進を図り地域活性化につなげる取り組みを行なった。
②トップアスリートとの交流機会の創出
・サンフレッチェサッカー教室及び親子サッカー教室を実施した。
  １０月３０日（土）　参加　午前１５５人　午後１４３人
・はつかいちサンブレイズ女子野球教室を実施した。　１１月２３日（火・祝）　２７人
③トップアスリートへの支援
　国民体育大会等、国際大会や全国大会へ出場した個人・団体へ報奨金を交付した。　１６件　　
④国際的イベントの開催支援
　東京２０２０オリンピック・パラリンピックの出場につながるアジアトライアスロン選手権の廿日市開催を支援した。

指
標

成
果
と
課
題

①スポーツ施設を計画的に改修した。
【サンチェリー】空調設備・温水ボイラー改修
【佐伯スポーツ公園】野球場フェンス改修、テニスコート陥没改修（令和２年度繰越分）
【社会体育施設】宮園Ｇ不陸調整、小田島Ｇフェンス修繕、大野テニスコート修繕　他
③コロナ禍により国際大会や大規模な国内大会への出場機会が失われている。
②④アジアトライアスロンは１年延期のうえ令和３年４月に開催され、感染症対策を講じた国際大会として競技団体から
も高く評価された。地域のプロやアマチュアのスポーツ団体と連携し青少年を対象とするトップアスリートふれあい事業
を実施し、コロナ禍においてもスポーツで夢や希望を得る機会を創出した。女子野球の支援を行い、市民に観戦・応援す
ることで、まちづくりにつながる機会とした。佐伯高校の部活動を支援し、結果として学校の存続に寄与することができ
た。

評　

価

　令和３年度もコロナ禍は続いたが、地域のプロ・アマのスポーツ団体や民間事業者と連携し、市民
がスポーツに触れる機会を創出し「スポーツを核としたまちづくり」につながることを意識して事業
を行なうことができた。
　スポーツ施設の改修を行なうとともに、指定管理者（注41）や学校と連携して市民のスポーツ活動を
支える環境を整えることができた。
　女子野球をはじめとする女子スポーツを推進に向けての事業を行うことができた。

今
後
の
対
応

　「スポーツを核としたまちづくり」を目指し、令和４年度からスポーツに関する事務が首長部局へ移管することとなっ
た。しかし、スポーツは社会教育の中の教育活動として位置づけられており、引き続きスポーツ担当部局と情報交換しつ
つ、連携していく。中学校の部活動の地域移管が大きな課題として提起されており、学校教育部局と連携しつつ地域でス
ポーツ活動が実施される体制をつくり、ともに取り組んでいく。

学
識
経
験
者
の
意
見
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【施策別評価指標一覧】

施策の柱 主な取組 指標 R３実績値 R３目標値
内部
評価

外部
評価

課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組む児童生
徒の割合（全国学力・学習状況調査）

小81.2％
中79.2％

小82.0％
中81.0％

話し合い活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりして
いる児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査）

小80.7％
中79.9％

小79.0％
中80.0％

朝食を毎日食べる児童・生徒の割合(児童生徒学習意識等調
査)

小95.4％
中92.2％

小98.6％
中98.1％

運動やスポーツを週に３日以上実施している児童生徒の割合
(児童生徒の体力・運動能力調査)

小46.7％
中64.5％

小46.0％
中64.0％

児童生徒用タブレットパソコンの整備
小100％
中100％

小100％
中100％

ＩＣＴを活用した授業を実施している教師の割合（学校における
教育の情報化の実態等に関する調査）
※ＩＣＴの活用に関する、複数の観点による調査項目の平均値

小66.1％
中67.0％

小75.0％
中70.0％

Google Classroomを活用した授業を行う教員の割合（市独自
のアンケート調査）
※市で活用推進しているオンラインシステムの活用率

87.8% 70.0%

外国人と積極的にコミュニケーションを図りたいと思う児童・生
徒の割合（児童生徒学習意識等調査）

小68.8％
中50.3％

小82.0％
中50.0％

基隆市との国際交流活動（オンラインを含む）の実施回数 1回 1回

5 自然体験学習の推進
実際にものを使ったり、地域や自然の中で学習したりするなど
の体験活動をしている児童の割合（市教委算出）

小64.7％ 小60.0％ Ａ Ａ

プログレス研修の実施回数 25回 25回

ＩＣＴ指導員・ＩＣＴ支援員の配置人数 4人 4人

時間外勤務が月平均４５時間を超える教職員の割合（在校等
時間記録）

小28.7％
中51.3％

小36.0％
中48.0％

道徳の授業で、自分の考えを深めたり、学級やグループで話
し合ったりする活動に取り組んでいる児童生徒の割合（全国
学力・学習状況調査）

小82.9％
中88.5％

小81.0％
中77.0％

地域や社会をよくするために何をするべきか考える児童生徒
の割合（全国学力・学習状況調査）

小56.8％
中45.3％

小57.0％
中42.0％

１ヵ月に１冊も本を読まない児童生徒の割合（児童生徒学習
意識等調査）

小11.0％
中15.4％

小7.0％
中16.0％

「重大事態」に該当すると認められる件数
小0件　中0

件
小0件　中0

件

自分の良さは、周りから認められていると回答した児童・生徒
の割合（広島県児童生徒学習意識等調査）

小76.3％
中70.7％

小75.0％
中73.0％

不登校児童・生徒の割合（学校教育課調べ）
小1.49％
中5.80％

小0.75％
中3.95％

不登校児童生徒のうち、子ども相談室やフリースクール等に
通室した者の割合

22.7% 18.0%

特別支援教育アドバイザーによる巡回相談の実施率
小100％
中100％

小100％
中97.0％

市主催の研修における特別支援教育アドバイザーによる講
話・指導・助言等の回数（年間５回）

９回 ５回

4
児童生徒の自主的な
活動の推進

学級や学校、地域をよくするために何をするべきかを考えたこ
とがある生徒の割合(参加者）

98.1% 100% Ｂ Ａ

ほほえみコンサートの実施校数 １６校 １７校

スクールギャラリーの実施校数 ６校 ６校

1
確かな学力を育む教
育の推進

Ｂ Ｂ

2 健やかな体の育成 Ｂ Ｂ

3
ICTを活用した教育の
推進

Ｂ Ｂ

4 国際教育の充実 Ｂ Ｂ

6 教職員の指導力向上 Ｂ Ａ

1 心の教育の充実 Ｂ Ｂ

2
子どもが安心して通え
る学校づくりの推進

Ｂ Ｂ

3
子育てサポート体制
の充実

Ａ Ａ

5
文化 ・スポーツ活動を
通じた青少年の健全
育成

Ａ Ａ

社会のニーズ
に応じた教育
の推進

子ども達の状
況に応じた教
育や心の教育
の推進
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地域学校協働活動推進員の研修会等の回数 １回 ２回

コミュニティ・スクールの導入校数（学校教育課調べ） ３校 ５校

放課後子ども教室の実施学校 10校 11校

「青少年の健全育成に向けた活動の場や機会の提供」の満
足度

3.03ポイント 2.98ポイント

「『親の力』をまなびあう学習プログラム」を活用した講座の実
施回数

1回/年 1回/年

全主催事業における地域課題解決事業の割合 32.9% 30.0%

地域の行事に参加している市民の割合（まちづくり市民アン
ケート）

43.2% 40.0%

地域の事業に参画している市民の割合（まちづくり市民アン
ケート）

24.4% 28.4%

市民センターが利用しやすいと思う市民の割合（まちづくり市
民アンケート）

44.1% 40.0%

市民センターリニューアル工事の件数（施設数） 3件 3件

全市民センターが主催した事業数 263事業 200事業

市民センターのクラブの利用者数 99,513人 116,000人

図書館を利用する市民の割合 28.7% 36.0%

朝食を毎日食べる児童・生徒の割合(児童生徒学習意識調
査)

小95.4％
中92.2％

小98.6％
中98.1％

地域教材を活用した授業実施率（市独自のアンケート調査） 100% 100%

今住んでいる地域の行事に参加している児童・生徒の割合
（全国学力・学習状況調査）

小6　65.2％
中3　42.7％

小6　74.0％
中3　54.0％

市民センターでの主催事業のうち、ふるさと廿日市をテーマと
した事業のアンケート結果でふるさとに愛着を持つ人の割合

90.7% 80.0%

無形・有形民俗文化財の継承団体に属する人数（生涯学習
課調べ）

158人 181人

歴史民俗資料館等の年間入館数 8,089人 7,500人

伝統的建造物群保存地区内における修理・修景事業の件数
（建築物累計）

10件 9件

小・中学校大規模改修（長寿命化）実施率 31.9% 31.9%

小・中学校特別教室空調設備設置率 33.2% 33.2%

合同点検箇所数 ５箇所
年１箇所

以上

「小中９年間で目指す子どもの姿」を設定し、取り組んでいる
学校の割合（「小中一貫教育」実施報告書）

100% 100%

小中合同研修会を実施している学校の割合（「小中一貫教
育」実施報告書）

100% 100%

食物アレルギー対応食を調理する専用調理室又は専用ス
ペースを設置している学校給食センター数

3施設 3施設

施設・設備の老朽化に起因する危険異物混入、食中毒の発
生件数

0件 0件

地域全体で子
どもたちの成
長を支える仕
組みづくり

1
地域とともにある学校
づくり

Ｂ Ｂ

2
家庭・地域との連携に
よる青少年の健全育
成

Ａ Ａ

1
協働による持続可能
なまちづくりの推進

Ａ Ａ

2
生涯にわたる学びの
推進

Ａ Ａ

魅力ある郷土
の歴史や文化
の学習と次世
代への継承

1 ふるさと学習の推進 Ｂ Ａ

2 文化財の保存・継承 Ｂ Ａ

1
安全な教育環境の確
保

Ａ Ａ

2 教育体制の充実 Ａ Ａ

3 学校給食施設の充実 Ａ Ａ

人づくりとまち
づくり活動の
推進

学校教育環境
の充実
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日ごろから文化芸術活動（音楽、演劇、舞踏、美術、伝統芸
能、文学など）を行う人の割合

49.4% 44.0%

文化ホールの来場者数（はつかいち文化ホール、さいき文化
ホール）

71,682人 180,000人

美術ギャラリーの来場者数 21,884人 40,000人

障がい者スポーツ指導者の登録者数 35人 23人

スポーツ推進委員の女性の割合 47.3% 47.5%

成人で週1回・1時間以上の運動・スポーツを行う人の割合 53.4% 55.0%

評価　Ａ：達成されている　Ｂ：おおむね達成されている　Ｃ：達成状況は低い 内部評価　Ａ：10、Ｂ：12、Ｃ：0

外部評価　Ａ：13、Ｂ： 8 、Ｃ：0

世界にはばた
く人材の育成

1
人生を豊かにする文
化芸術活動の推進

Ｂ Ｂ

2
豊かな心・健やかな体
を育むスポーツ活動
の推進

Ａ
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用語解説（本文中に（注）印をつけた用語の解説)

１ 【ＰＤＣＡサイクル】

ＰＬＡＮ（企画立案）、ＤＯ（実施）、ＣＨＥＣＫ（点検・評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改善）を

順次行い、次のＰＤＣＡサイクルにつなげ、継続的な改善をしていく方法

２ 【教育支援委員会】

特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒の適正な就学及び教育的措置について助

言を行うことにより、教育相談体制の整備及び教育的支援に寄与することを目的とした会

３ 【伝統的建造物群保存地区】

文化財保護法により、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物

群で価値の高いものを「伝統的建造物群」として文化財に定義され、伝統的建造物群及びこれ

と一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が定める地区

※ 【重要伝統的建造物群保存地区】

我が国にとって特に価値の高い伝統的建造物群保存地区を国が選定したもの。選定される

と、市が行う伝統的建造物群保存事業に対して国が支援するとともに、税制優遇の措置も行

われる。

４ 【生徒会サミット】

市内の中学校の生徒会活動の活性化を図るとともに、いじめなど学校生活での諸問題を生徒

自らの手で解決しようとする自主的・実践的な態度を育むために、各校の生徒会活動の取組の

交流や協議を行う取組

５ 【児童生徒学習意識等調査】

児童生徒の生活や学習に関する意識や実態及び各学校における教科指導等の実態を把握し、

各学校が全県的な結果と比較・分析することを通して、自校の課題を明確にするとともに、指

導内容や指導方法の改善・充実を図ることを目的として広島県教育委員会が実施する調査

６ 【全国学力・学習状況調査】

文部科学省が、全国の小学校６年生と中学校３年生を対象に、平成１９年度から実施してい

る学力調査。主として「知識」に関する問題（Ａ問題）と、主として「活用」に関する問題（Ｂ

問題）で構成。令和元年度から、上記Ａ問題とＢ問題を一体的に問う内容となっている。

７ 【アセスメント（アセス）】

学校環境適応感尺度。児童生徒が学校環境に適応していると感じているかどうか（学校適応

感）を測るアンケートであり、「生活満足感」、「教師サポート」、「友人サポート」、「向社会的

スキル」、「非侵害的関係」、「学習的適応」の六つの側面で、児童生徒の内面の困り感や強みを

把握するもの
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８ 【吉和支所複合施設】

吉和ふれあい交流センター。吉和支所および吉和市民センターの機能を併せ一体的に整備し、

生涯学習及びまちづくりの振興を図ると共に、ふれあいと交流を促進し、多様な主体の協働に

よる地域の活力を創出する施設

９ 【ふるさと学習】

児童生徒が、「ふるさと廿日市」への愛着と誇りを持てるように、魅力ある郷土の歴史や文

化をはじめ、先人の努力や知恵を学ぶことや郷土を素材とした体験的な活動を通して、課題を

自ら見いだし、協働して探究する学習

10 【総合教育会議】

平成２７年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、平成２７年

（２０１５）４月から、各都道府県・市町村に設置された、地方公共団体の長と教育委員会と

いう対等な執行機関同士の協議・調整の場

11 【コミュニティ・スクール】

学校運営協議会制度。学校と保護者や地域住民等がともに知恵を出し合い、学校運営に意見

を反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支える「地域とともにあ

る学校づくり」への転換を図る仕組み

12 【学びの変革】

「何を知っているか」を重視する学力観、知識の習得重視の受動的な知識伝達型の授業観か

ら、「知識を活用し、協働して新たな価値を生み出せるか」を重視する学力観、資質・能力の

育成重視の能動的な活用・協働・創造型の授業観への転換を目指す、広島県教育委員会の重点

施策

13 【ＩＣＴ】

Information and Communication Technology の略で、コンピュータや情報通信ネットワーク

（インターネット等）等の情報コミュニケーション技術の総称

14 【市民センター】

社会教育法に定められている公民館の機能を有する、各地区における生涯学習及びまちづく

りの拠点施設

15 【食育】

全ての年齢層を対象に、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習

得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる教育
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16 【ひろしま給食推進プロジェクト】

学校・家庭・地域が一体となり、学校給食を活用した食育の推進を通して、食に関する正し

い知識と望ましい食習慣を身に付けた児童生徒を育成するプロジェクト。

本プロジェクトにおいて、「ひろしま給食」メニューの開発や、食育教材の開発等が行われ、

県内の学校・家庭・地域が連携した食育を推進している。

17 【Google Workspace】

情報共有や管理を行う際に、それらを効率よく進めるためのグループウェアツールであり、

廿日市市立小・中学校の児童生徒及び教職員がタブレット端末を使うときに活用する。

18 【ＩＣＴ指導員】

学校のＩＣＴ化を支援するために、教員のＩＣＴ活用をサポートする者。ＩＣＴ機器の準

備・操作支援、メンテナンス支援等を行う。また、効果的な活用方法等についての研修を行う。

19 【ＩＣＴ支援員】

学校のＩＣＴ化を支援するために、教員のＩＣＴ活用をサポートする者。ＩＣＴ機器の準

備・操作支援、メンテナンス支援等を行う。

20 【ＩＣＴ活用教育推進リーダー】

学校におけるＩＣＴ機器の活用を推進する担当教員

21 【Google Classroom】

Google が学校向けに開発した無料のＷｅｂサービスで、課題の作成、配布、採点をペーパー

レス化簡素化することを目的としており、教師と生徒の間でファイルを共有できる。

22 【ＡＬＴ】

Assistant Language Teacher の略で、英語や外国語活動の授業において、児童生徒の英語の

発音や国際教育の充実を目的に派遣される、外国語を母語とする外国語指導助手

23 【「山・海・島」体験活動ステップアップ事業】

小学校５年生で行う広島県独自の事業で、日常とは異なる環境の生活を体験し、児童の自立

心や主体性などを育てるとともに、体験先の地域の方々や学校との交流を通して、コミュニケ

ーション能力など、人間関係を形成する力を育てるために行う３泊４日の長期集団宿泊活動

24 【つながり支援プロジェクト】

児童生徒相互の関わりを意図的に設定し、児童生徒の自己有用感を高めることによって、い

じめ等の問題行動の未然防止を図るとともに、学ぶ意欲を高めることを目的に、本市教育委員

会が全小・中学校で展開している施策
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25 【特別の教科 道徳】

学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要となるものであり、よりよく生きるための基

盤となる道徳性を養うため、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てることを目標とし、

小学校では平成３０年度、中学校では平成３１年度（令和元年度）より教育課程に位置付けら

れた。

26 【道徳教育推進教師】

道徳教育の指導計画の作成、全教育活動における道徳教育の推進・充実など、学校の道徳教

育の推進を主に担当する教員

27 【school e-library】

全国小中高等学校向けの電子書籍の定額制読書サービス

28 【特別支援教育コーディネーター】

特別支援教育に関して、学校内の関係者や福祉・医療等の関係機関との連携・調整及び保護

者の相談窓口を担うために校内で指名された教員

29 【通級指導】

通常学級に在籍する軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の授業は通常の学級で行

いつつ、個々の特性に応じた特別の指導を「通級指導教室」という別室で行うこと。

30 【特別支援教育アドバイザー】

特別支援教育士資格認定規定等による資格等、発達障害を含む障害に関する専門的知識・経

験を有する者で、市内の幼稚園、小・中学校における特別支援教育体制の推進を図る市の会計

年度任用職員

31 【子どもつながり支援員】

悩みを持つ子どもの居場所づくりや教育相談など子どもの実態に応じてきめ細かな支援を

行う者

32 【VOICE】

自ら考え行動できる力を培い、自分の主張を正しく他人に伝える表現力を向上させることを

目的として実施する小学校高学年児童及び中学生による意見発表会

33 【ほほえみコンサート】

子どもたちに文化芸術に触れる機会の提供及び平和の大切さを伝えることを目的に、廿日市

市、広島市を中心とした地域の演奏家（プロ）が廿日市市内の小学校を訪問するコンサート
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34 【放課後子ども教室】

地域の大人の協力を得て、学校等を活用し、緊急かつ計画的に子ども達の活動拠点（居場所）

を確保し、放課後や週末等における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援する活動

35 【地域学校協働本部】

従来の地域と学校の連携体制を基盤として、より多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画

し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制

36 【ファシリテーター】

協議等の場において、中立な立場を守りつつ、参加者の心の動きや状況を見ながら進行して

いく人

37 【「親の力」をまなびあう学習プログラム（親プロ）】

親が親としての役割や責任を自覚し、子育ての技術や知識を学ぶことを目的に、広島県が作

成したプログラム

38 【「学びから始まる地域づくりプロジェクト」事業】

地域住民にとって最も身近な学習・交流の活動拠点である公民館（市民センター）を拠点と

して、住民の主体的・協働的な「学び」から始まる地域づくりをコーディネートする事業

39 【ブックトークボランティア】

特定のテーマに沿って何冊かの本を組み合わせて紹介する読書啓発を、本に関する知識を豊

富に持つボランティアが行うこと。

40 【女子野球タウン】

令和２年９月に一般社団法人全日本女子野球連盟において創設された制度。全日本女子野球

連盟と女子野球を応援する市町村（女子タウン認定市町村）が、女子野球の普及のみならず、

市町村のＰＲや地域の活性化、女子野球を通じた SDGs の推進について協働で取り組む体制を

構築する。

41 【指定管理者】

地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体
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